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要旨  

 

本論文は、マイケルハマーの説く、ビジネスリエンジニアリングの原理に基

づき、また、IBM の提案した Enterprise Architecture: EA の基本原理に基づ

き、業務の高効率化に係る具体的な手法としてビジネスプロシジャーリエンジ

ニアリング：BPR を提案するものである。その具体的な実施例として、地方自

治体業務を取り上げ、提案する BPR 手法が業務の高効率化を実現できること

を実証 s するものである。  

 提案する BPR 手法は業務従事者に対するヒアリングおよび EXCEL のスプレ

ッドシートによる現状の業務項目の細目に対する業務方法の記述である。これ

らに基づき、業務改善方法、特に、業務の流れ、手作業部分、オンライン・オ

フライン業務の改善案を考案し、それらに係る処理時間を算定するものである。

この結果として、提示する業務改善方策を採用した場合に現行業務処理時間が

如何に改善されるかを算定する方法を提案している。この際、本論文では BPR

による業務改善効果の評価方法として、処理時間の短縮および業務従事者数を

提案している。  

実施例として佐賀県、浦川市、青森県における地方自治体業務を取り上げ、

提案する BPR 手法の業務改善効果を算定し、実証することができた。地方自治

体業務は、住民登録、印鑑登録・証明、ドメスティックバイオレンス・ストー

カー対策業務、選挙、就学児童・生徒向け教科書、就学援助に分けられる。こ

れら業務の聞き取り調査 (スプレッドシートによる一問一答回答形式 )に基づく

現状業務手段とこれらに係る時間および業務手順の改善提案に基づく業務手順

とこれらに係る予測時間を比較したところ、それぞれ、53%，12%，15%，21%，

80%，82%の業務時間短縮が図れることが分かった。このような聞き取り調査

を一問一答形式のスプレッドシートによって行う提案方法は本研究のオリジナ

ルであり、BPR 効果の評価方法として普遍的に通用するものである。  
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1. 序論 

 

1.1. 研究目的 

 伝統的に行政管理は高度の分業化及び専門化されたヒエラルキー構造で行わ

れてきた。こうした管理過程は主にサービス提供の安全性と職務遂行の合法性

に関心をおいていたので、確認と統制段階で構築されている。確認と統制が中

心となった行政業務は必然的に業務の増加、重複業務、柔軟性の欠如、内部取

引コストの増加、成果に対する無関心など、組織の生産性向上とはかけ離れた

ものであった。 

行政業務の生産性向上のための戦略的提案が組織管理側面から提示されて

きたが、BPR(Business Process Reengineering)は組織の業務過程の革新を通じ

て組織の生産性を高めるための一つの提案だと言える。とりわけ、1980 年代初

から欧米の先進諸国では公共行政のおける効率性と対国民サービスの質的向上

のために競争的に公共行政の改革作業に取り組んできた 1。いわば、欧米諸国が

推進している公共行政改革の基本戦略と中核内容は、政府部門が生産する行政

サービスを中心として政府組織を効率的かつ経済的に管理し統制しようとする

ものであった。また、具体化した行政サービス中心の管理体制を効率よくマネ

ジメントするために各部門、すなわち、政府組織、人事制度、予算制度、そし

て会計制度をどのように改編するのかという課題とかかわる具体的な戦略策定

を推進している（Light, 1995）。 

近年、情報化を積極的に取り入れた政府概念としての電子政府とは、単純に

行政組織をネットワーク化するまたは行政処理過程を電算化することによって

築かれるものではない。BPR のような手法を用いて既存の業務処理方法と過程

を革新しなければ真の行政改革とは言えない 2。公共部門におけるこうした動き

                                                   
1 アメリカの行政改革に大きな影響力を与えている Osborne(1992)は、公共行政の場合、官僚制的

体制を効率的で生産的な未来型政府である‘企業家的な政府 (entrepreneurial government)’へ変

化させなければならないと言い、組織改編は組織全体に根本的かつ全面的な喧嘩をもたらすことが

できないため、体制目的、責任、権力構造、インセンティブ、文化等の変化が共に生じなければな

らないと主張している。そして、こうした変化にレバレッジの役割をするのが、明確な目標 (core 

strategy)、成果重視 (consequence)、顧客志向 (customer strategy)、と統制縮小 (control strategy)、

企業家的文化 (culture strategy)など、5 つの戦略を提示している。  
2 組織理論家や政策策定に関わっている人々は BPR、ベンチマーキング、TQM、戦略管理、組織学

習、組織文化など様々な手法を改革努力へ用いている。これらの手法の概念や規定の捉え方はそれ

ぞれ異なる形で議論されているが、少なくとも 3 つの共通点を有している。  

１つに、こうした概念が活発に論議し始めたのは最近のことであるが、そのルーツは相当以前から

あったものである。これらの概念の基本的な性格と組織管理上の必要性は随分前から提起されてい

たということである。２つに、これらの概念はすべて外部環境の変化に適応し衝撃を緩和するため

の組織変化を強調しているということ。３つに、これらの概念は既存の漸進的な改善

(improvement)ではなく、本質的な革新 (innovation)に焦点を当てているということ。これらの概念

の中で BPR が他の概念を包括すると同時に現実適用性が高いため、幅広く活用されている、 BPR と
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は、行政を取り巻く環境変化にアグレッシブに対応しようとする行政パラダイ

ムの変化とともに、新しい能力確保のために持続的な行政改革のニーズに答え

ようとした結果だと言えよう。したがって、欧米先進諸国は行政環境変化に対

応し、公共行政のあり方を模索するために様々な努力を注いでいるが、理解と

アプローチ方法においては国毎に異なるものの、明示的にあるいは暗黙的に民

間部門で検証された経営革新手法等を活用して行政業務処理の画期的な改善を

試みると同時に国政運営全般の根幹となる行政管理パラダイムの変化を求めて

いる。 

とりわけ、BPR は行政業務の処理過程や流れの改善が制度、方法、財政的側

面といった構造的変化や他形態の改善より効果が高いという認識が広がり、公

共行政改革のために提示されたこれまでの政策提案を達成するための方法論と

して導入・活用すべきである。BPR は顧客サービスの質（顧客の付加価値）を

向上するために業務過程を革新して組織成果をもたらしてくれる。業務過程を

合理化すると商品とサービスを顧客に提供する時間を節減することができ、顧

客の便益を高めることができるからである。したがって、 BPR は過程確認

(process innovation)を通して顧客ニーズに応えるために利用する一つの手法

である。 

むろん、BPR が欧米諸国の公共部門で効果が得られたからと言って、日本の

公共部門でも同様の効果が現れるとは言い切れない。しかし、BPR は民間企業

の経験から体系化されたものなので、十分公共への適用可能性もあると考えら

れ、以下の研究課題を提起する。 

第１に、公共部門の BPR 適用に影響を及ぼす要因は何か。 

第２に、公共部門において BPR の影響要因の水準はどの程度なのか。 

第３に、公共部門に BPR を適用する際に、民間と違って考慮すべきことは何

か 

 上記の研究課題をもって、本研究では民間で行われた BPR に対する論議を中

心として BPR の概念と特徴、公共部門への導入必要性、そして実際に BPR を適

用した事例をあげて導入過程、導入効果と適用戦略にフォーカスした形で論議

を展開する。 

 

                                                                                                                                                
は本来企業組織の過程リエンジニアリング (process reengineering)を指す手法として、目的を達成

するために結果と過程を中心に組織化し、組織を原点から再創造することを意味する。  
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1.2. 研究対象及び範囲 

 本研究は地方自治体で BPR 適用に影響を与える主要因を実証的に見出し、こ

れをベースに BPR の公共部門への適用方策を提示することを目的としている。

したがって、本研究の目的を達成するためにこれまで国内自治体に筆者が参画

して実施した 3 件の BPR 適用プロジェクトを実証事例として取り上げる。この

3 件の事例はその範囲や BPR 手法に若干の違いはあるものの、BPR を通した行政

業務の抜本的な改善を狙いにするものである。研究対象とする BPR 適用業務と

しては、自治体が行っている業務の中でも住民情報、税、国保・年金、福祉等、

住民と密接に関わりのある業務への BPR 適用過程と結果に焦点を当てるが、他

業務でも BPR の効果が高く得られたものも議論の対象とする。 

 本研究の具体的な研究範囲は以下のようである。 

1）沖縄県浦添市がシステム入れ替えに備えて実施した標準型総合行政システム

共同研究 

 ・実施目的：浦添市の現行業務処理プロセスの調査分析を行い、効率的な処

理フローを検討しプロセス改善を行うことで、行政業務全体の改善を図る。 

 ・作業期間：平成 18 年 11 月～平成 19 年 9 月 

 ・作業範囲：基幹系業務（住民情報、税、国保、福祉） 

2）佐賀県内 6 つの自治体が共同利用するシステムを構築するために実施した  

自治体業務プロセスの改善事業 

 ・実施目的：住民サービスの向上、市町の業務効率化及び抜本的なコスト削

減等を図ることのできる市町の共同利用システムの開発実証等を行うため

に、その前段階として参加市町の業務プロセスの改善（BPR）を推進。 

 ・作業期間：平成 21 年度～22 年度 

 ・作業範囲：基幹系業務（住民情報、税、国保） 

3）岡山県瀬戸内市が実施した業務改善に向けた調査支援事業 

 ・実施目的：手続きの簡素化、重複事務の解消、文書の簡素化、意思決定の

迅速化、マネジメントの強化、人員配置の最適化などの観点でプロセスの

見直し  

・作業期間：平成 23 年度 

 ・作業範囲：総務、住民、税、福祉、教育、産業、建設、議会 
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1.3. 研究方法 

本研究の目的を達成するための研究方法として、理論的ベースを固めるため

の文献研究と実証事例の分析を通して実証的研究を並行した。 

 理論のサーベイは既存の BPR に関する国内外の書籍と研究論文等を中心に資

料を集め、先行研究及び理論的背景に関する研究資料として活用した、こうし

た理論的考察をベースにして公共部門に対する BPR 適用方策を模索するにあた

って、キーとなる要因を導き出して概念フレームワークを設定した。 

 そして、公共部門への BPR 適用方策を実証的に分析するために、実際に行っ

た３つの事例を通して BPR 導入成果を測定した結果を提示し、BPR 適用の有効

性を立証する。成果は、「住民サービスの向上」、「業務の効率化」、「抜本的なコ

スト削減」と 3 つの観点を設定して測定する。 

 

 

図 1.1 BPR 成果測定の観点 

 

 

 

 

A.住民サー 

 ビス向上 

B. 業務の 

  効率化 

C.抜本的な 

 コスト削

減 

手続きを効率的に 

（早く、簡単に、きめ

細やかに） 

行政サービスを継続的

に 

 

業務をより効率的に 

（正確に、早く、簡単

に） 

導入コストを削減 

運用コストを削減 

•行政サービスに対する信頼性・安全

性の確保 

測定項目 評価指標（定量／定性） 

◎手続きの時間削減（待ち時間） 

•住民満足度の向上（サービスの質） 

◎業務量の削減（業務所要時間） 

•職員の業務の質の向上 

◎ライフサイクルコスト 

 （稼動後１０年間の費用の総計） 

•コスト削減を実現する技術の実効性

の確保 
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2. 地方自治体の抱える現状と課題 

 

2.1. 現状にみる課題 

日本の地方自治体は、公共サービスの質の維持向上と歳出削減とをどうやっ

て両立させるのか、という課題に直面している。情報通信技術 (ICT)は、たと

えば、これまで申請文書を行政機関まで持参しなければ出来なかった行政手続

きをインターネット経由で済ませることを可能とするなど、サービス品質の向

上とコスト削減を併せて実現するツールとして大いに期待されている。しかし、

日本では世界でも最先端のブロードバンド環境が整備されているにもかかわら

ず、デンマークや韓国等の ICT 先進国に比べると実際の利活用レベルがかなり

低い。このことは、日本の企業や自治体の ICT 投資が業務プロセスの改善より

も既存の業務体系に合わせたシステムの導入を続けた結果、団体や部門毎にシ

ステムが異なり、真の利便性の向上、業務効率化や ICT を活かした行政サービ

スの簡素化が実現していないことに起因していると言われている。 

 

図 2.1 国連電子政府ランキング 2012 

http://unpan3.un.org/egovkb/global_reports/12report.htm 

 

特に、中小規模な自治体においては、人材、資金、ノウハウが不足しがちであ

るため単独で情報システムの組織横断的な合理化を図ることが困難となってい

る。 そこで、自治体が既存業務に合わせて個々に作るシステムから、業務プロ

セス改善（以下、「BPR」という。）を実施した上で、最新の情報技術を最大限活

用して、他の自治体と共同利用するシステムへの転換が必要となる。 

http://unpan3.un.org/egovkb/global_reports/12report.htm
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そのような意味で、解決しないといけない課題として、現時点での最新 ICT 環

境の上で行政側の業務効率を最大限向上させられる新しい行政業務プロセスや

それらを実現した標準(To Be]基幹行政情報システムの提示、また、1700 もあ

る基礎自治体が同じような業務を行っているのにここにシステムを開発運営し

ている現状から、自治体の情報システムへの重複投資を防止し、自治体間デー

タの連携を通じて、市民にとってより便利な行政サービスを提供するための「自

治体クラウド」いわゆる共同利用システムのあるべきモデルを提示する必要が

ある。 

 

2.2. 課題の解決案提示 

1）基礎自治体の業務を綿密に分析したうえで、現状の業務プロセスを定義し、そ

れらがどのように改善できるかを後述する BPR 方法論を利用して分析研究した

うえで、あるべき姿の標準モデルを導きだす。  

2）複数の自治体が標準モデルを共同利用しようとした場合に、更にそのような

業務改善ができるのかと、共同利用の際に必要な注目点などを定義して、共

同利用型の標準モデルを提示する 
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3. BPR に関する理論的な考察 

 

3.1. BPR の意義  

3.1.1. BPR の概念と意味 

 今日、行政は生産性向上と公共サービスの質的向上のため、また、新しい管

理体制を構築するために多様な形態の民間経営方式と手法等の経営的要素を通

じて行政の経営化を追求する努力が欧米先進諸国ではしばしばみられる。こう

した行政の経営化は、単に民間経営手法を取入れに留まるのではなく、行政改

革と実践手段でありながら行政パラダイムの変化を意味すると言える。多様な

民間経営手法の中でも近年主要先進諸国における公共部門の管理戦略として関

心を集めているのが BPR と言える。この概念は 1990 年に登場した以来、多くの

研究者が定義してきた。 

 1990 年に元マサチューセッツ工科大学教授のマイケル・ハマー（ Michael 

Hammer）が Harvard Business Review 誌に発表した論文が嚆矢とされる 3。 

彼によると、BPR の原点は伝統的な企業組織――すなわち高度に専門化され、

プロセスが分断された分業型組織に対する反省にあると言った。こうした職能

別の古典的なビジネス構造を全面的に否定し、プロセス志向の新たな組織構

造・価値観・評価システムをゼロから作り出すことを勧め、抜本的な変化を起

こすための一連の手順のことを「ビジネス・リエンジニアリング」と呼んだ。

ここでいうプロセスは「最終的顧客に対する価値を生み出す一連の活動」と定

義されており、BPR は本質的に顧客志向といえる。彼は、リエンジニアリング

を「コスト、品質、サービス、スピードのような、重大で現代的なパフォーマ

ンス基準を劇的に改善するために、ビジネス・プロセスを根本的に考え直し、

抜本的にそれをデザインし直すこと」と定義しており、以下の概念を含む。 

第１に、プロセス(process)とは、一つ以上のインプットを顧客に価値ある結果

をアウトプットする行動の集まりである。 

第２に、根本的(fundamental)という概念は、リエンジニアリングを進めるにあ

たって、なぜやっているのか。なぜこのやり方でやっているのか、という根本

的な疑問から始めるという意味である。 

第３に、急進的(radical)な再設計とは、既存の構造と手続きを捨てて、完全に

                                                   
3 Michael Hammer, ‘Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate ’, Harvard Business Review, 
1990 July-August;‘情報技術を活用した業務再構築の 6 原則’、『DIAMOND ハーバード・ビジネ

ス・レビュー』1994.1；野中郁次郎監訳、『リエンジニアリング革命――企業を根本から変える業

務革新』日本経済新聞社、 1993 
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新たな業務処理方法を見つけ出すことを意味する。 

 また、Davenport はプロセスイノベーションという言葉で BPR の概念を説明

しているが、“革新的な技術と組織資源を投入してプロセ S.を徹底的に構成す

ること”と定義している。彼は、最も需要となるのが‘プロセス’と‘情報技

術’である強調している 4。 

また、Kim sukhee5氏は情報システム基盤の行政プロセス革新模型開発研究論文

2012 において、公共部門の BPR では、単純に電算化を通じた単位業務の効率性

極大化を目標にしていた管理行政段階から、個々に構築されたシステムをネッ

トワーク化させ、行政に関連する業務データを交換することにより行政業務の

効率化は勿論のこと、更に国民の利便性向上を図るようなサービス行政段階、

インターネット革命を基盤とし、時間と空間の制約を乗り越え、いつでもどこ

でも行政サービスを提供できる持続可能行政段階、そして、ユビギタスコンピ

ューティング環境を基盤とするものとして、住民からの申請・要請を待つ行政

から住民に必要なサービスを持って迎えに行く行政に、行政機関の事務室と国

民の生活空間の間の壁が論理的になくなる、スマート行政段階に至るまで、進

化をしており、その進化に合わせて BPR の概念も進化していかなければならな

いと主張している 

 これらの先行研究からわかることは、BPR が業務分析を通して完全に再設計

(redesign)するということが他の経営管理手法と異なる。BPR は現状の業務プ

ロセスを修正することに目的があるのではなく、原点から出発して業務を計画

する。すなわち、既存の業務手続きや規則に拘らず、組織の無駄を取り除いて

生産性を高めようとするのが BPR である。むろん、業務プロセスのみならず、

組織構造までも BPR の範囲と捉えることも考えられる。 

 

3.1.2. BPR の特徴 

 BPR はこれまでの企業文化と仮定、そして組織構成の原則等はもはや変化す

る環境に適しないので、新しい企業文化と仮定、そして組織構成の原則をベー

スにして新しい企業を作り直すことを意味する。情報技術の発展によってビジ

ネスの成果に情報システムの貢献度が高まると期待されたが、結果は必ずしも

そうではない。従来の業務処理方法と組織構成を維持したまま、どんなに素晴

                                                   
4 Davenport,T.H.“Process Innovation-Reengineering Work through Information Technology”, 

Harvard Business School, 1993 
5 ソリデオシステムズ（http://www.solideos.com）創業者、韓国電子政府小袿に企業の立場から直

接参加して多くの功績を残している。  
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らしい情報技術を取り入れても効果が芳しくないあることが指摘されてきた。

その結果、情報技術の導入効果を最大に享受できるように業務プロセスを再設

計することが BPR と言えよう。 

 ここでいうプロセスとは、顧客に価値あるアウトプットを生産する活動の集

合体と定義する。BPR ではすべての関連する業務を一つのプロセスに統合して

いる。従来の分業概念では全体プロセスより個別活動の成果に焦点を合わせた

ため、全体プロセスの目標達成に障害となったわけで、BPR では個別業務より

は全体プロセスに重点をおいている。近年の情報技術の発展と競争は現状の業

務処理方式を変更するよう要求している。同時に新しい組織形態もプロセス中

心に見直すことも求めている。 

BPR はコアとなる技術と組織のリソースすべてを投入してプロセスを再構成す

ることである。したがって、リエンジニアリングした業務プロセスは伝統的な

プロセスと根本的な違いを有しなければならない。リエンジニアリングはパラ

ダイムの変化にあらゆる仮定と当然の事実を排除して始めなければならない。

従来の業務処理方法や思考に縛られてはならない。要するに、過去のことをす

べて捨てて、本質的に無の状態から始まることが重要となり、改善・向上・修

正ではなく経営の革新であることを理解しなければならない。このためには、

既存の生産性向上方法論では足りず、リエンジニアリングのように仕事のやり

方を根本的に変える理論が必要となる。このような BPR 特徴についてみると、

顧客志向的であり、ゼロベースを基本とし、既存のルールに挑戦する傾向があ

る。また、プロセスを対象にし、画期的な成果向上を目標とする。そして、情

報技術を活用し相対的な組織システムの変化（組織構造、仕事のやり方、教育

訓練、企業文化等）を誘導する。 

このように、既存の経営革新と違ってこれからの経営革新では顧客価値を実

現するために、次のような概念を念頭に入れたアプローチ方法が必要となる。 

一つに、これまでの業務処理方法では急速に変化する環境に適応した成果をあ

げることができないこと。二つに、業務処理を再調整するだけでは業務遂行の

効率化を期待することができず、組織行動が共に変化しなければならないこと。

三つに、情報技術は業務処理分野と組織行動の変化を牽引する重要な要素であ

ること。四つに、変化の過程は新たしい経営方式とリーダーシップを必要とす

ること。五つに、今日の環境は変化の流れに適切に対応し推進する経営方式を

要求すること。このように、BPR を説明するキーワードは‘変化’にほかなら

ない。‘変化’は単純に変わることを言うのではなく、変化をリードできる組織
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能力に焦点を当てている。この際、BPR を推進するのは組織ではなく組織構成

員である。BPR の遂行者毎に備える資質と役割が異なるが、それぞれの役割に

合う人を確保し組織化して効果的に活用することが BPR の成功のためのキーで

あろう。 

 BPR はこれまで組織が運営してきた領域と業務流れを新たに定義し、新たな

流れに変えることを意味する。このことは、‘組織経営の効率化’という前提を

ベースにしている。BPR は人・プロセス・情報技術という３つの変化を意味し、

この３つの要素がアンバランスであったり 1 つでも欠けたりすると失敗に終わ

ってしまう。BPR は決して短期間で成り遂げるものではない。根気よく推進す

るためにの最も重要な要素は‘人’であり、果敢な決断を必要するのでリーダ

ーシップのあるトップも求められる。 

 

区分 経営改善 BPR 

変化の程度 現業務の改善を追求 根本的な変化を追求 

出発背景 現在の業務プロセス 無からスタート 

変化の頻度 持続的な変化 一気に変化を誘導 

所要期間 短い 長い 

参画方法 ボトムアップ トップダウン 

範囲 機能内の範囲 機能間の範囲 

リスク 相対的に低い 高い 

利用ツール 統計 情報技術 

表 3.1 経営改革と BPR の相違  

 

3.1.3. BPR の適用原理 

 上述したように、BPR は他の経営管理手法と異なる特徴を持っている。これ

まで BPR に成功した企業または政府組織にみる経験から共通した原理がある。 

 

(1) 並列的な業務プロセス 

 序列的な過程(sequential process)は官僚制組織の特徴である。組織過程を 

序列的に維持すると統制と責任を究明するに容易であるが、顧客の時間と努力

を無駄に費やし、利便性を損なう恐れがある。公共組織が今だに迅速なサービ

スの提供ができない根本的な理由は組織の業務処理過程をヒエラルキーによる
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序列的過程に依存するからである。 

 序列的過程と対照的に、組織過程を並列的に(parallel)にした場合、顧客の

時間と努力を節約でき、迅速なサービスを提供できる。とりわけ、今日の高度

の情報技術の発達は並列的な組織過程を可能とする。例えば、LAN や EDI、遠距

離テレビ会議などは、多くの人が同じ情報に同時にアクセスしてコミュニケー

ションすることを可能にする。組織設計においても水平的な組織またはネット

ワーク組織に移行しようとする背景にはサービス供給にかかる時間とコストを

節減したいためである。 

 

(2）情報共有 

 情報が組織内で分散されていると無駄な時間の発生とサービス質の低下をも

たらす可能性が高い。例えば、設計、製造、販売、会計等の業務が商品生産に

独立して作用すると、各々の要求が分り難くて深刻な問題につながる。ばらば

らの暗黙的な情報を表面化すると業務間の調整を用意にし、結果にフォーカス

することができ、また相互の期待に対する情報（ニーズ）を事前に交換し合う

ことにより、問題を早期に見つけ、解決方法と相互間の理解を増進することが

できる。とりわけ、情報共有は顧客との関係を改善するのに大いに役立つ。例

えば、自治体がサービスを受ける住民に必要な情報を提供することによって、

時間遅延や不便を解消することができる、民間企業で試作製品を作って潜在顧

客の反応をキャッチすることと同様である。公共組織で民間のマーケティング

概念を取り入れようとすることも情報共有を通じて住民に必要な情報を提供す

ることにある。 

 

(3）情報の一度収集 

 情報というものは段階を経る度に歪曲される可能性がある。したがって、情

報は可能な限り情報ソースから一度で掴み取ったほうが望ましい。情報収集の

時間を短縮すると、意思決定者に迅速に伝えることができ、それは意思決定時

間を稼ぐことができる。このことは、組織構成員に限られたことではなく、顧

客の時間も節約してくれる。例えば、自治体が常時サービスを提供する住民の

個人情報を持っていて、必要なときには少ない情報（例えば氏名や住所）だけ

で確認することができる。要するに、情報を再度収集する時間を節減し、迅速

にサービスを提供することが可能となる。 

 一般的に官僚制組織では各機能が専門化され、各部署が閉鎖的な電算システ



14 

 

ムを使っているため同一顧客より個別に反復して情報を収集する。情報の一度

収集はデータベースのオンライン化、通信ネットワークのより可能である、こ

れは顧客の時間を節約し利便性を高めるのに決定的に貢献する。 

 

(4）単一接続ポイントの提供 

 顧客がサービスを購買し選択する際に、できれば少ない人（職員）と接触す

るのが望ましい。その理由は、多くの人と接触するとサービスに対する不満を

招く可能性が高くなるからである。官僚制組織の最大の短所は顧客の便益より

組織の欲求に合わせて設計されていることにある。これは自治体などの公共組

織が提供するサービスが企業組織のサービスより代替性(substitutability)が

低いからである。すなわち、住民がもらいたい行政サービスは限られている故

に、あるサービスに不満を感じるからといって代案する組織とサービスを求め

ることができないからである。 

 最も顧客に重要な価値は便益と迅速性である。この価値を高めるためには一

回の接触でサービスを提供できるようにする必要がある。一回の接触によるサ

ービスを提供するためには、既存の官僚制的な構造を情報共有ができる水平的

な組織設計にすることが求められる。 

 

(5）先 BPR、後自動化 

 BPR は業務過程を合理化することである。したがって、技術（情報化）を先

に導入して変化を起こそうとする場合、失敗する可能性が高い。先端技術が作

業過程を合理化してくれる訳ではないからである。すなわち、技術は業務手続

きの革新を助ける役割に止まる。例えば、既存の作業過程を電算化するに予算

を投資するとさらに業務効率を悪化させることになってしまう。不適切で重要

でない過程を度外視して再構成することは何の意味もない。情報システムを利

用した事務革命が度々失敗する理由は、非能率的で非効率的な作業過程をその

まま自動化するだけだからである。ここで問題となるのが、自動化の失敗によ

り CEO が BPR のメリットを誤解してしまう恐れがあるということである。むろ

ん、自動化に投資した予算が部分的な改善をもたらすこともあるが、これは自

動化によるものより管理体制と組織構造の変化に起因することが多い。 

 

3.2. 行政部門への BPR 適用に関する議論 
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3.2.1. BPR 適用の必要性と限界 

(1）BPR 適用の必要性 

 BPR 理論が世の中に出現した 1990 年代以降、民間企業を中心に経営革新、ビ

ジネス プロセス革新といった言葉が欧米や日本の企業に関心を持たれ、急変す

る経営環境の変化に適応し競争力を保持するためには BPR のような画期的な経

営手法の活用が求められてきた。とりわけ、政府や自治体組織に BPR が真摯に

取り入れた理由は、公共部門と民間部門が密接な関係におかれているからであ

る。今日のグローバル競争は企業間の競争を意味するが、企業間の競争は結局

それを支援する政府または自治体組織の効率性に大いにかかっている。政府ま

たは自治体と企業が互いに異なる領域と特徴をもつ別々の組織であると思いが

ちだが、政府が一つのガバナンス構造を支配する主体として企業をガバナンス

するため、政府または自治体の革新は企業の競争力に大きな影響を及ぼすこと

になる。これが今日の政府の規制緩和の現実的な背景にほかならない。規制緩

和の範囲と方法はおいても、現代社会におけるほとんどの政府はサービスの代

価として支払う税金を効率的に管理しようと認識している。企業との関係で政

府はグローバル市場で企業が競争できるよう、既存の保護措置を撤回する必要

性を実感している 6。 

 環境変化による競争の激化と顧客ニーズの増大は企業組織の生存戦略の変化

を要求し、このことは政府または自治体の役割と機能に大きな影響を及ぼして

いる。要するに、政府または自治体は内部管理の効率性を高めて企業の自律的

な競争を促進する役割を遂行せねばならないということが求められている。内

部的な管理革新は結局 BPR をはじめとする新しい管理手法を活用せざるを得な

い。企業の競争力を高めるために政府または自治体の効率的な管理を図り、究

極的には企業の自律的な管理を促進するのに BPR が必要となる訳である。こう

した BPR に対する認識は、基本的に情報か社会では産業社会とは異なる組織と

管理体制を持つべきであるということを意味する。すなわち、急激な環境変化、

顧客ニーズの多様化、そして激しい競争に対応するためには、より効率の良い

組織を設計し、実施していく方法論として BPR が提示されている。 公共部門

また、公共部門を取り巻く環境の変化に伴い、従来のやり方だけではもはやそ

の機能を果たせなくなっており、欧米諸国では顧客への価値創造に重点をおい

た業務機能毎に分化した業務プロセスの見直しがしばしばみられる。さらに、

情報通信技術の発展と共に公共部門の情報化は自動化（computerization）の段

                                                   
6 Champy, 1995 
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階を超えて情報化（informationization）段階に移行しており、様々な公共改

革プログラムと共に政府革新のベースとなっている。とりわけ、電子政府の先

進国と言われる韓国においては、電子政府を構築するための国家情報化の先行

作業として位置づけ、新しい環境変化に適応するための組織改編と業務処理方

法の改善に有効なツールとして BPR を活用している。こうした傾向は情報化を

反映した電子政府の実現と行政改革の脈絡で議論されており、公共部門の効率

化増進をために新公共管理論で論議されている民間経営手法の中で公共サービ

スを高めて住民サービス向上や価値創造に関わる業務プロセスを把握し、これ

を革新的に改善する BPR が公共行政改革に強力なツールと認識している。とり

わけ、既存の組織や業務方式、制度を温存したまま、単純に自動化する程度の

情報化は組織の生産性向上に繋がり難く、情報技術を活用して公共部門の業務

を BPR することによって、本来の目的を達成することができる。 

 他にも、近年になって伝統的な公共部門のモデルが変化している。すなわち、

公共部門が単純にリスク回避的で安定志向的な特性をもつと言い切れない現象

が現れているが、こうした変化のほとんどは公共部門で行ってきた業務プロセ

スが住民中心のサービス志向または成果中心の高効率性を追求していることを

意味する。こうした観点では BPR が追求する基本概念は公共部門に適用可能で

あり、情報技術を活用して既存の業務手続きや方法を画期的に変えることがで

きるという論議も行われてきた 7。要するに、単純な公共部門の自動化ではなく、

プロセス変化と連携した情報技術の活用が重要であることを強調している 8。言

い換えれば、公共部門は資源と予算の制約により、少ない資源で大きな成果を

上げなければならないという社会的要求の増加、良質のサービスのみならずサ

ービスが提供される過程、そのものに対する住民の関心、公共部門の対応性と

効率性が向上されなければ全般的な国の国際競争力も期待できないという認識

の拡散等は、公共部門でも民間部門でみられる変化を要求しているということ

にほかならない。 

 このように、公共部門での BPR 導入の必要性について以下の４つの側面から

まとめることができる。第１に、公共部門は機能ベースに細分化されており、

専門化された大規模の鑑賞組織であり、間接費用（overhead）の負担を克服し、

効率的ぬい情報を処理出来る限界を超えている。 

 

                                                   
7 Halachmi & Boraid 
8 Caudle 
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3.2.2. 行政部門の BPR 適用事例 

対象機関は公共部門で BPR を導入/適用した機関を外部公開文献上に推進過程、

期待効果が詳細に記されている機関を選定した。特に韓国の場合住民の接続頻

度が頻繁な業務を遂行しその波及効果が大きい機関の例を選定した。 

 

(1) 米国 

 

1)国税庁（Internal Revenue Service） 9 

IRS は既存の業務プロセスを１９９２年に全面的に再検討するため、BPR を

導入した。組織構造、システム、要員、業務プロセスにおいて漸進的改善と急

進的 BPR 方式を両方を採択し、実施した結果、機能中心の組織から業務プロセ

ス中心の組織に変化を成し遂げたと評価された。 

税金徴収、検査、納税者向けのサービス、控除・還付処理などと同じ既存の組

織構造を価値追跡システム(Value Tracking System),告知および教育システム

(Informing and Educating System),会計管理システム (Managing Accounts 

System),コンプライアンス強化システム(Ensuring Compliance System),資源管

理 シ ス テ ム (Resourcing System), 発 展 維 持 シ ス テ ム (Developing and 

Maintaining System)で再編成した。  

BPR を適用した新しいプロセスでは意思決定までの業務プロセス段階が 7 階

層が 5 階層に減り、また自動化されたシステムを利活用することで自発的な税

金納付率が 83%で 90%以上に増加した。また一般書類の場合、15%に達したエラ

ー発生率が 1.3 で急減する効果が得られた。 

2)社会保障庁（Social Security Administration） 10 

1980 年代半ばから急激に増加する社会保障への需要に比べ、公務員の減少お

よび急激な業務量に対応できない情報技術の問題で素早しい行政サービスを提

供するのに困難であった。これで BPR の必要性を認識し、最も問題になる障害

                                                   

9 Shareon L. Caudle, Reengineering for Results: Key to Success from Government Experience, 

Center for Information Management, National Academy of Public Administration, August 1994, 

pp. 86~88 

 

10 Shareon L. Caudle, Reengineering for Results: Key to Success from Government Experience, 

Center for Infromation Management, National Academy of Public Administr ation, August 1994, 

pp. 86~88 
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福祉プログラムを対象にヒアリング及びアンケートを通じて関連者の要求事項

を分析に取り組んだ。BPR の実施の結果、障害福祉資格の申請から受給まで平

均 155 日がかかった期間が 40 日で短縮し、業務処理に 16～26 人が関与した関

連者数も 7～8 人に減らすことができた。 

3)米国オレゴン州の雇用部（Employment Department） 11 

1990 年度に入りオレゴン州は連邦政府からの支援の削減、厳しい財政などで、

大規模のリストラに落ち込まれた。この厳しい経済状況を打開するため、総合

的かつ自動化なさービスシステム (new comprehensive automated service 

delivery system)を立案することになった。  

多くの失業保険の申請件数に比べ処理プロセスは非効率的であると指摘から、

この問題点を解決するため、業務チームと研究チームが業務を綿密に分析した

結果、従来の業務プロセスでは失業保険を申請してから一定の保険金が支給さ

れるまで雇用部の内部で 23 回の決済が必要だったが、たったの 3 回で処理を済

ませるように再設計ができた。また革新的な顧客サービスの一環として庁舎を

訪問せずに自動交付機を通じて就職、失業保険についての情報提供、カウンセ

リングーの申込などの行政サービスを提供した。   

業務再設計の際、効率性の変わりに公務員のリストラ、給料削減などの身分が

保障されないといった恐れで公務員が自ら再設計を拒む傾向があるが、オレゴ

ン州の場合、公務員の身分を保障し、持続的な研修で再設計を自発的な行政文

化として定着するように支援したことが成功要因だと評価されている。  

 

(2)イギリス 12 

1)郵便局（Royal Mail） 

イギリスの郵便局 (Royal Mail)は俊敏性の対応が必要とされる郵便サービス

の変化の中、働労働集約的に運営することで他の郵便サービス機関との競争で

遅れ、独占してきた市場を蚕食される過程におかれた。  

                                                   

11 Shareon L. Caudle, Reengineering for Results: Key to Success from Government Experience, 

Center for Infromation Management, National Academy of Public Administration, August 1994, 

pp. 106~108 

 

12 Shareon L. Caudle, Reengineering for Results: Key to Success from Government Experience, 

Center for Infromation Management, National Academy of Public Administration, August 1994, 

pp. 115~119 
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1991 年からモトローラ社やウェスティング  ハウス社のような民間企業を先に

ベンチマーキングして、1992 年から業務発展 (business develoopment)という

名前で組織を大きく調整した。  

特に顧客満足を達成の支援プロセス、管理プロセスで分類し、業務改善作業を

進めた。また改善が必要な業務プロセスの優先順位は執行委員会で設定するよ

うにした。さらに責任を明確にし、各過程の管理者を責任者にして責任を負っ

て成果測定することができるようにした。  

 

(3)カナダ 

1)カナダの国税庁 (CRA: Customs and Revenue Agency)13 

カナダ政府は税金について定めた法規、例外条項が複雑であるため、企業の

納税者が理解できない、もしくは添える書類が多く準備ができないといった苦

情を解決することを目標とし、税金をより簡単に定められるように顧客サービ

スを改善する作業を打ち出した。   

簡単に納税できることを経営革新の目標に立て、5 年間 3,800 万ドルを投じて

オンラインで税金を納付するようにする電子資金振替 (EFT:Electronic Funds 

Transfer) 、 商 品 が 販 売 さ れ る と 同 時 に 即 税 金 が 精 算 さ れ る よ う に

POS(Point-of-Sale)と銀行に連結された電子資金振替を通じて販売金額にとも

なう税金を簡単に支払えるようにした。この統合税金システムの構築は脱税を

監視し、税金と社会保障を連携することで国税庁の顧客サービスを広げること

にも貢献した。  

 

(4)オーストラリア 

1)オーストラリア連邦政府の行政改革 14 

ICT を利・活用した顧客中心のサービス向上及び公共改革の一環として政府の

情報インフラ－の統合及び標準化、機関間の協力で統合サービスを提供するこ

とを目指して機関間の協力を通した統合サービス (One-stop)を提供するのを目

                                                   
13情報化時代における政府改革への１０個の成功秘訣、サムスン経済研究所、 1998. pp. 213~218  

 

14 Shareon L. Caudle, Reengineering for  Results: Key to Success from Government Experience, 

Center for Infromation Management, National Academy of Public Administration, August 1994, 

pp. 120~122 
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標にそれぞれの部署別で提供される多様な福祉行政サービスを一元化したセン

トレーリンク（Centrelink）サービスが 1997 年スタートした。  

また、ビクトリア州では自動車および運転免許登録、運転免許記録発行、出生

申告で発行、移転による住所変更一括申告サービス、公共料金支払いなどのサ

ービスを総合的に提供するサービスを始めた。  

セントレーリンク（Centrelink）は色々な種類の行政を総合窓口で (co-located 

under one roof)で、顧客中心 (customer-focused service)で ,また僻地、農村で

も普遍的な行政サービス (special outreach service)を提供するように再編した。 

オーストラリア連邦政府の行政改革は行政業務を改革する際、既存の業務プロ

セスの改革無しに電算化だけを試みることには限界があるが、業務改革と共に

技術中心的の新しい ICT 技術を導入することで行政業務改革と情報技術の結

合が自然に成り立ったと評価されている。  

 

(5) 韓国  

 1)行政安全部の市・区・郡の基礎自治体総合情報システム 15 

現在韓国では全国 232 個の基礎自治体である市・区・郡を対象に 1 つの統合行

政情報システムを構築し、共同運用することで、行政の効率性を極大化、行政

の透明性の確保、対国民の信頼性の向上で電子政府を構築することに大きく寄

与したと評価されている。 

セオルシステムと呼ばれる基礎自治体向けの総合行政情報システムを構築する

ため、4 個の実証実験するモデルフィールドと垂直的組織の側面として中央部

署、広域市/も、市・区・郡、邑・面・洞にまたがる業務を 21 個の領域に分け、

そのうちの 10 個の業務を中心にリエンジニアリングを実施した。 

①21個の領域 

住民、土地、車両、保健福祉、環境、農村、税・税制、建築、地域産業、国民

サービス、戸籍、道路交通、上下水道、文化体育、民防衛、災難災害、畜産、

山林、水産、内部行政業務 

 

                                                   

15時事コンピュータ「国家情報化プロジェクトを点検する」1998．と

ww.sisait.co.kr/200005/choice/special%204.htm からの引用  

「1998 年度情報化支援事業であるセオルシステム完了報告書」から作成  
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表 3.2 諸外国の先進事例  

 

 

区分・段階 米国 

国税庁 

米国 

社会保障庁 

米国 

オレゴン州 

イギリス 

郵便局 

カナダ 

国税庁 

推進背景 納税者の負

担の軽減、

サービスの

向上 

業務量の急

増によるサ

ービスの低

下 

連 邦 政 府 か

ら の 支 援 の

削減、要員減

少 に よ る サ

ー ビ ス の 低

下 

労 働 集 約 的

なプロセス、

独 占 市 場 の

棒会 

歳 入 額 の 増 加 方

法、顧客サービス

の向上 

推進方法 漸進的＋急

進的 

改革的・急

進的 

議 会 と の 緊

密な協力下 

改革的 

ベ ン チ ー マ

ークの実施 

業 務 の 問 題 点 に

ついての分析 

 取 り 組

み 

４つの推進

チーム 

推進チーム 研究チーム 

専門チーム 

外部専門家 

 全職員 

 対 象 業

務 

納税者と対

象とする６

つの核心業

務システム 

障害福祉 

プログラム 

就職・失業の

請求業務 

外 部 顧 客 業

務 、 支 援 業

務、管理業務 

税 金 の 申 請 ～ 納

付までの業務、寄

付金、免税業務、

敬老年金支給 

 管 理 職

の 認 識

及 び 支

援 

国税庁長の

全面的な支

援 

 最 高 責 任 者

が中心に 

執行委員会 国税庁長 

 組織の革

新 

公 務 員 の 身

分保障  

積 極 的 な 参

加 

積極的な参加  認識の共有 全 職 員 （ 役 4,300

人）参加 

 ICT の活

用 

税金計算・還

付システム、 

文 書 管 理 シ

ステム  

新 し い 請 求

シ ス テ ム の

構築 

自動交付機の

設置  

To-Be プ ロ セ

スの設計 

自動資金 
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②10個の業務 

住民、土地、車両、保健福祉、環境、農村、税・税制、建築、地域産業、国民

サービス 

行政分野でリエンジニアリングをした結果を情報システムに適用するため

には壁になった法・制度の整備し、標準化および相互連係を実現することで、

全体的な基礎自治体向けのセオル総合行政システムで行政業務の革新を実現し

た。このようなリエンジニアリングの直接的な効果としては税源の適正な時期

把握、滞納者の正確な管理などで 1995 年の滞納額が約 30%の減少書類の縮小お

よび簡素化、管理の効率化による行政費用の削減(年間 5,883 億ウォン)、業務

処理速度の向上にともなう費用の削減(4,665 億ウォン)等の効果があった。 

○滞納額が約 30%の減少 

1995年度の滞納額である約1兆7,600億ウォンを30％減少する効果があると推定

された。 

2)ソウル特別市 16 

ソウル特別市は韓国の公共機関の中、一番最初にリエンジニアリングを実施

した機関で、金融危機（IMF）以後にある外形的な規模の縮小以外に内部的なプ

ロセスの革新を導入することに強いられるようになった。結論的に 1998 年度か

らリエンジニアリングを導入したソウル特別市は処理時間を 50%～98%縮小、人

件費を 8%～80%削減するなど大きい成果を上げ、現在も色々な業務領域で持続

的にリエンジニオリンヌル実施している。 

リエンジニアリング実施するに当たってまず先に作成された 258 個のプロセス

を目的、機能の類似性、連係性の側面で統合的、巨視的次元で調整・補完する

作業を通じて約 19 個のプロセスで再定義した。 またリエンジニアリングにつ

いての担当者向けの教育・研修を実施する一方、室・局長の個別面談、実務者

ヒヤリング、現場訪問なども実施した。 

このように実施した交通、災難、社会福祉、道路掘削復旧業務の改善の成果

以外に、市民向け総合窓口の場合プロセス時間(process time)が 12,370 時間節

約、リードタイム(lead time)が 316,556 時間節約されることで市民の満足度が

大きく向上した。 

市政改革団は専門家と共に習得したリエンジニアリングの推進方法のノウハウ

を持続的に他の市にも伝播する一方、リエンジニアリングに対する教育・研修

                                                   

16 ソウル特別市の業務再設計（ BPR）最終報告書、 1999~2001 から引用  
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を通じて室・局の先導要員が自主的にリエンジニアリングを実施するよう支援

してきている。   

3)法院行政処の商業登記業務 17 

従来では商業登記に関する対国民サービスを処理するのに約 1時間～24時間

が必要とされたが、経済成長による企業数の増加、世界化によって経済活動が

活発になることで急増する商業登記業務を人員の増員では本質的に問題解決が

不可能な状況だった。この問題を解決策として 1993 年から裁判所行政処の電算

室は商業登記の ICT 活用したシステム開発に着手した。 

公共部門においてリエンジニアリングを適用したシステム構築するには技術的

な要因以外に、予算の確保が大きい障害要因であった。また国民の財産権に関

連した業務で新しいプロセスを適用するのに法 /制度の改正が必要であったた

め、予算案、法整備案を策定、国会の審議を経るまで 6 ヶ月以上必要とされた。 

このリエンジニアリングの効果で最も注目すべきものは対国民サービスの

改善により登記処理の待ち時間の短縮である。待ち時間が画期的に縮小するこ

とによって年間 11 億 3,500 万ウォンの経費が節減されたと推定されたし、登

記簿を搬出入・コピーする人員が必要なくなることで要員縮小による人件費の

削減で、年間 2 億 7000 万ウォンにも達する。 

この事例では商業登記業務をリエンジニアリングするに作業を担当判事が直接

に電算室の運営を引き受けることで推進チームを支援した特長がある。 

 

3.3. 行政部門への BPR 適用における接近方法と効果 

3.3.1. 先行研究の分析 

(1)Edosomwan の 6R モデルと生産及びサービス向上モデル(PASIM)18 

Edosomwan は問題の認識（Realization）、顧客のニーズ(Requirements）、現

行業務プロセスについての考察（Rethink）、再設計（Redesign）、Retool（技術

の再整備）、再評価（Reevaluate）の頭文字から６R モデルを組織の再編と業務

プロセスの改善をために提案した。 

                                                   

17商業登記電算化白書から要約  

公共部門李エンジニアリングの組織成果による実証研究； PDS 模型を中心として /金ヘンギ 

 

18 Johnson A. Edosomwan, Organizational Transformation and Process Reengineering, 1996   

情報技術を活用した行政業務過程の核心指針の再引用、 pp. 93~99 
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1)問題の認識（Realization） 

組織が自ら問題意識を共有していない限り、組織の改善が不可能なものであ

るため、まず最初に問題に対して自ら認識する過程が最も重要である。管理者

以外にも組織のすべての構成員が提供されるサービスの競争力、社会・文化及

び政治・経済的な要因などを多角的に全般を理解し、認識することが重要であ

る。また多くの組織変化は組織員の抵抗を伴うことになっているのを勘案し、

現在の組織の問題点に対してすべての構成員が共に認識を共有することが大事

である。 

2)顧客のニーズ（Requirements） 

問題について認識した上で、業務プロセスを改善するための作業として組織

の目的、価値、顧客の要求事項を把握することから始める。特に業務プロセス

の改善が顧客中心のサービスの提供であるなら、顧客の需要を調査することが

核心的な要素となる。ここで顧客が示す対象は外部顧客だけでなく組織内部の

顧客を含めることで、内部・外部顧客が関わる業務と業務プロセスの問題点を

具体的に把握することになる。 

現行業務プロセスについての考察（Rethink） 

顧客の要求に合わせて適切に業務が遂行されているのかについて評価をす

る必要性がある。 現在の実行されている業務が効率的なのか、もしくは不必要

なのか、複雑に実行されているのか原点から考察する。 

3)再設計（ Redesign） 

業務と業務プロセスに対する検討を通じて新しい設計をすることになる。再設

計は次のような原則に準じて施行する 

①  組織の要求と顧客の要求を含ませる。 

②  不必要な業務と業務の遂行プロセスは全部除去する。 

③  再設計される業務プロセスは職務満足度を高めるべきである。  

4)Retool（技術の再整備） 

再設計される段階で技術的な事項やはり考慮されなければならない。効率的

に業務プロセスを開設するためにはどのような ICT 技術が適用・活用できるの

かを考慮する段階で、情報技術の利・活用が積極的に検討される。 

5)再評価（ Reevaluate） 

最後に多くの段階を経て実行された様々なプロセスが従来の意図した目標

に適合し、合理的な業務改善が達成できたのかについて評価する段階である。

外部及び内部顧客の意、満足度などを把握してサービスの質と業務遂行の効率
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性を評価する。 

 

(2)Cook の 7 段階接近法( Seven-Step Approach)19 

Cook7 段階接近法( Seven-Step Approach)もの Edosomwan の 6R モデルと類似モ

デルを 7 段階で区分して説明している。 

1)目標設定フェーズ 

組織が遂行している業務が何で、なぜその業務を遂行しているかの目標につ

いて再照明し、組織の方向性に関して認識する。 

2)管理者の関与フェース 

高位職の管理職の参加は業務革新に最も重要な役割である。業務プロセスに

対して検討する際、高位官僚職が積極的な参加と支援で円滑にリーエンジニア

リングが進められる。 

3)診断チームの構成フェーズ 

新しい業務プロセスを設計することはたった一人、二人の努力だけで実現さ

れるプロジェクトではなく、多数の構成員で構成された診断チームが専担して

遂行すべきものである。特に診断チームのリーダーは組織内で能力を認められ、

命令と統制が可能な位置に立ち、在の業務プロセスを正確に理解・把握してい

る専門家を選ぶ必要がある。この診断チームを通じて今後新しい業務プロセス

の企画と執行するように取り組む。 

4)顧客の要求事項の把握フェーズ 

業務に関わる担当者が顧客の要求が何であり、今の業務プロセスに対する検

討がなぜ必要なのか理解するフェーズで診断フェースに深く関連する。 

5)業務に関わる構成員の関与フェーズ 

現在業務プロセスに関わる構成員が顧客の要求が何であり、なぜ今の業務過

程に対する検討が必要かを理解することで業務を再設計が効率的になる。 

6)持続的な意見交換フェーズ 

組織員間の意志交換は非常に必須であるとこの理論は強調する。自身の関心

と見解を表明する企画フェーズから各進行過程にかけて積極的な構成員の参加

を誘導することだけではなく、執行過程でも実質的な改善をもたらす鍵とみな

している。 

                                                   

19 Sarah Cook, Process Improvement: A Handbook for Managers, 1996  

情報技術を活用した行政業務過程の核心指針の再引用、 pp. 99~101 
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7)改善案の導出フェーズ 

検討を通じ業務プロセスの改善案を提出して、その改善案について構成員間

の意見を反映することで変化による衝撃を最小化する必要がある。また業務革

新が持続的に実行されるにも構成員の意見が反映された改善案の導出が大事で

ある。 

 

(3)Moen と Nolan の 業務 プ ロ セ ス 改善戦略 (Strategy for process 

Improvement)20 

Moen と Nolan は業務プロセスの改善戦略で 11 段階の古典的な処理方式を提

示している。 このモデルは大きくプロセスの選択、既存プロセスについての理

解、改善方案で構成されている。 

 

1) 診断チームの目的の定義 

2) プロセスについての記述 

3) プロセスの流れ図の作成 

4) 供給者と顧客の関係の定義 

5) 成果測定方法の定義 

6) 原因ファクターの定義 

7) 獲得した知識の記録 

8) 企画 

9) 観察及び分析 

10) 総合 

11) 遂行 

 

(4)Navy Personnel Research and Development Center の業務プロセス改善モ

                                                   

20  Ronald D. Moen and Thomas W. Nolan "Process Improvement: A Step-by-Step Approach to 

Analyzing and Improving a Process," 1987 

情報技術を活用した行政業務過程の核心指針の再引用、 pp. 101~106 
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デル (Process Improvement Model)21 

NPRD の業務プロセス改善モデルは企画 (Plan)-調査(Do)-点検(Check)-実行

(Act)の順序を土台にしたモデルで、プロセス変化を制度化することにより、プ

ロセスと手続きの改善を成し遂げる目的を持っている。 

 

1)企画(Plan) 

現在の業務プロセスを正確に把握できる業務流れ図を作成し、各過程別に顧

客の要求事項を把握して業務の目的を定義する。 この際、変化は現実的に実現

可能でまた成果を測定するべき指標にして管理する必要がある。 

2)調査(Do) 

業務プロセスを改善するための構造を調整・設定し、再設計をした場合各段

階に及ぶ影響を定義して検証する。 また測定に必要な各種資料を収集する。  

3)点検(Check) 

業務プロセスを理解して再設計するために各プロセス別の成果を点検する。点

検時には問題の原因を一般原因と特殊原因で区分する。 特殊原因は分析に含ま

れたプロセスに特異に存在する問題や変動事項を示すよりは過程上に現れる具

体的な失敗を現わす。一般的原因はシステム自らの問題で発生した場合で全体

の成果に影響を与える場合が多く、この場合統計的に十分に予測されるケース

である。 

4)遂行(Act) 

実行段階では変化をもたらす原因を選択し、一回的に適用してみることで改善

できる変化を企てる。実行した後、その結果が非効率的だと明らかになって場

合、再び最初の段階に戻り、現在の非効率的な過程の問題点と原因を再び把握

する。望ましい効果が得られるまで持続的な循環過程を経て過程の改善は絶え

ず持続的に遂行する必要がある。 

 

                                                   

21 S. L. Dockstader and A. Houston, Defining the Deming Cycle: A total Quality Management 

Process Improvement Model, 1988  

情報技術を活用した行政業務過程の核心指針の再引用、 pp.106~109 
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(5)Joiner Associates の改善モデル(Model of Progress)22 

Joiner Associates の理論では 5 段階の企画過程を含んだ 6 段階の過程で構成

されている。 企画に比重を置いたこのモデルは組織が遂行すべき任務に基づい

て目標を明確に設定することを重視する。 

 

1)目標設定(Clarity Goals) 

診断チームが構成される前でも構成員内部で改善が必要だと認識している

業務プロセスを選別し、そのプロセスの改善を通じてどのような効果が得られ

るのかについて議論する。 

2)診断チームの教育及び構成 (Educate and Build the Team) 

チーム構成員間の力関係、チーム運営の指針、分析に使う方法論など多角的

にチーム構成に関係する事項を点検する。 

3)改善過程の調査(Investigate the Progress) 

診断チームで設定した目的の遂行に当り、必要とされる教育を済ませた段階

になると業務過程再設計のための準備段階が終わったとみなす。既存の業務プ

ロセスがどのように運営され現在の問題点が何かを把握する。業務流れ図や図

表で概念化して、プロセスの全ての段階を記録、顧客の要求事項を確認し、必

要な資料を収集する。 

4)資料の分析及び解決案の導出 (Analyze Data and Seek Solution) 

収集された資料に基づき、診断チームは問題の原因を洗い出し、その中から

核心的な原因を決定する。この作業を通じて問題を解決する適切な方案を開発

する。 

5)遂行(Take Appropriate Action) 

暫定的な解決策が摸索された後、この解決策を検証する戦略的な計画を立案

する。変化された結果を試験期間以外に持続的に点検することで体系化された

業務遂行の過程の一部分として進める。ようにする。 

6)終結(Closure) 

最終的に業務再設計課題を管理者に提出することで他の組織の場合にも教

訓として参考にするように管理する。全過程の改善努力と診断チームの成果を

                                                   
22 Peter R. Scholtes, The Team Handbook, 1988 

情報技術を活用した行政業務過程の核心指針の再引用、 pp.109~113 
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評価して結果を記録で残す。 

 

(6）その他の方法論 

1)Johnson A. Edosomwan の６R モデルを活用した政府組織診断 

Organizational Transformation and Process Reengineering(1996)  

 2)Cook の７段階接近方法（7Step-Approach） 

   Sarah Cook, Process Improvement: A Handbook for Managers(1996) 

3)Moen と Nolan の業務過程改善戦略（Strategy for Process Improvement） 

Ronald D. Moen Thomas W. Nolan, Process Improvement: A Step-by-Step 

Approach to Analyzing and Improvement a Process(1987) 

4)Navy Personnel Research and Development Center（NPRDC）の業務過程改善

モデル（Process Improvement Model） 

5)L. Dockstader and A. Houston, Defining the Deming Cycle: A Total Quality 

Management Process Improvement Model(1988) 

6)Joiner Associates の改善モデル（Model of Progress） 

    Peter R. Scholtes, The Team Handbook(1988) 

7)Logistic Management Institute の業務過程の改善モデル 

Brain E, Mansir and Nicholas R. Schacht, Introduction to the Continuous 

Improvement Process(1989) 

8)韓国行政自治部の行政業務プロセス再設計 (PAPR: Public Administration 

Process Reengineering) 

 

3.3.2. BPR 適用における接近方法 

(1)住民に優しい行政サービスの提供 

少子高齢化が進む中、住民一人一人の事情に対応した優しい行政サービスを提供

していくことが地方自治体の重要な責務である。例えば、住民が添付書類を持参し

窓口で手続きをすれば、業務処理は効率化されるが、住民は添付書類を準備するに

手間がかかる。住民の目線で課題を検討するためには、行政業務の流れを根本から

見直さなければならない。また、住民が様々な行政機関の窓口に出向かなくても必

要な手続き、色々な相談を一度に行えるようにするには、今までのシステム毎の考

え方からシステムを横断して業務を中心にした考え方に変えていく必要がある。そ

こで、住民の目線から行政業務を改善していく BPR に取組み、住民生活に密接に関

する手続などを見直していく。 
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1) 最新技術トレンドを生かした業務プロセス最適化を導く 

地方財政の疲弊によるコスト削減の必然性や平成の大合併による組織の統合や

部署間の業務分担、公務員数純減による、個人別業務不可の増加などを抱えな

がら、日々高まる住民サービスレベルの向上に耐えられるためには、様々な観

点から、技術トレンド動向や事務、業務、利用しているシステムなどを綿密に

分析して、合理的な意思決定ができるより具体的かつ、客観的なデータを道出

が必要である。 

2) 国・地方自治体や民間との連携を実現 

紙・人による情報連携が電子的な連携に変わることで、引越しや結婚の際の複数手

続きを一度で行えるワンストップサービスが実現する。韓国では国・  

自治体・金融機関が連携し、さまざまなサービスを提供することで抜本的な  

改善がされたと述べた。それは国民ID（マイナンバー）制度や標準的な連携 

基盤の導入で、各自治体間の水平的な連携と国・自治体間の垂直的な連携を  

実現したことで可能になった。韓国ではこうした改善を実現させるために、  

検討の初期段階から行政業務のあるべき姿を BPR で見出した経緯があった。 

日本もBPR であるべき行政業務を定義し、その実現に向けて多様な機関が持  

っている情報を連携すれば、住民は添付書類なしで色々なサービスの利用が 

可能になり、職員にとっても紙やデータ媒体による入力の二重作業が大幅に  

削減される。さらに、情報連携により今まで考えられなかった新たなサービ  

スや価値が創出されると考える。 

  

3.3.3. 適用する BPR のフレームワークの概要 

BPR は行政業務におけるプロセスを「見える化」し、利用する職員及び行政サー

ビスを受ける住民の目線に立って、抜本的な改善や見直しを行うことである。また

パッケージの処理を前提とした発想ではなく、本来の業務のあるべき姿をベースと

しての革新的な改善でもある。そのBPR の進め方は以下の五つのステップで考える。 

また、このプレームワークのStepはすべてのケースにそのまま適応されるのではな

く、必要に応じてStepを調整して適応することとするが、個々では全過程を説明す

る 
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Step 業務内容   

Step１  現状分析  原稿業務の可視化 事務事業調査票、現行業務フロー  

Step2 課題分析  改善の方向性の導出 課題分析票 

Step3 将来モデル策定  あるべき姿のイメージ化  あるべき姿の業務フロー  

Step4 次期モデル策定  実現可能なモデルを提示 次期業務フロー 

Step5 BPR効果試算  改善時、予測効果試算  分析報告書 

表 3.3 BPR のフレームワーク  

 

〈STEP 1〉現行業務を棚卸し、可視化や重点領域を選定する。 

現行業務を可視化するために、事務事業調査票、現行業務フロー等を作成する。そ

れから、事務の処理件数や処理時間が長いものなどを中心に、重点領域を選定する。 

 

表3.4 事務事業調査票
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図 3.1 現行業務フロー  

 

〈STEP 2〉一定の視点で課題を見出す。 

重点領域に対し、現行業務を可視化した業務フローを用いて、改善方針からの一定

の視点で課題を見出す。 

〈STEP 3〉あるべき姿の将来モデルを策定する。 

住民の意見や住民の代表である首長の方針などをインプットとし、現状の延長線上

では発想しにくい理想的な将来モデルを策定する。つまり、コストや制度などを考

慮しない、行政業務のあるべきモデルを作成することにより、抜本的な改善につな

がる。 

〈STEP 4〉現行業務の課題と改善策を検討する。 

現行業務の課題への対応と理想的な将来モデルからの施策を検討する。それから、

各種制約事項や費用対効果を踏まえて、実現可能な次期モデルを作成する。  

〈STEP 5〉による効果を試算し、その結果をBPR 実施評価の基準とする。 

検討した次期モデルでの改善施策について、その効果を試算し、BPR 実施評価の基

準とする。また、評価した後は、さらなる改善のインプットにする。   

BPR を実施してから（STEP 1から5 まで）、実際にシステム構築・運用や組織改革

などを行う。その際にBPR 試算と実際の結果を比較し、次なる改善目標とする。そ

れで行政業務のBPRがPDCAサイクルで回る。 
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3.3.4. BPR 適用時の着目点 

(1) 住民の目線に立った課題の検討 

当然なことではあるが地方自治体は住民で成り立っている。住民からの税金で予

算を組み、それを住民のために使っているのだ。地方自治法第_条の二では自治体

の役割について「住民の福祉の増進を図る」、「国は住民に身近な行政は自治体に

ゆだねる」と記されている。住民に行政サービスを提供する事が地方自治体のもっ

とも重要な役割であることは間違いない。 

従来のホストコンピュータ時代ではシステムの制限により業務をシステムに合わ

せざるを得なかったが、最近は分散システムやクラウドシステムで処理能力が飛躍

的に伸びたため、業務にシステムを合わせる事が可能な時代になってきた。今こそ

行政業務もシステム中心な既存の考え方から、住民向けのサービスへのパラダイム

シフトが強く求められているのだ。住民の目線で課題を検討する一つの方法として

は、行政サービスに対する住民アンケート調査や住民の代表である首長にインタビ

ューを行い、理想的な将来モデルを策定することも有効的な手段であると考える。 

 

(2)  職員負担を小さくする配慮 

現場の職員からはBPR の必要性は理解しているが、その作業の負担が懸念される

との声をよく聞く。日々の業務をこなしながら改善活動を行うのは職員の負担が少

ないとは言えない。しかし、業務に差し支えがでるほど改善活動に時間をかけるの

は本末転倒だと考える。また、法改正や新たな情報技術の登場など地方自治体を取

り巻く環境の変化がますます激しくなっている。例えば今日は法律的・技術的に不

可能だったものが、明日は実現可能になるかも知れない時代である。数年をかけて

役所内の全業務について完璧にBPRを行ったとしても、それをそのままに適用はで

きないはずだ。法改正で実現できなくなるものもあるし、情報技術の進展でより良

い改善施策が現れるかも知れない。効果的に実施するためには、範囲を絞って短時

間で行うのがポイントだ。BPR を短時間で実施し、職員の負担も少なくするために

は、業務範囲（幅）と作業負荷（深さ）をより工夫しないといけない。  

 

1)業務範囲について（幅） 

時間をかけて日々頻繁に行われる業務がある一方で、年に一回しか行わない簡単

な業務もある。改善効果については前者の方がより大きい。一般的に仕事の成果の

8割は頻繁に行う2割の手順が生み出していると言われている（80：20の法則）。 

役所内の業務においても全業務を対象とするより、改善効果が大きいと期待される
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業務を選別し、短時間で回していくのが職員にも負担を与えず、改善を効率良くす

る方法である。 

         

図 3.2 作業負荷について  

 

2)作業負荷について（深さ） 

成果物を一から作成するのは大変な作業であるため、他自治体からの資料や総務

省が公開している業務フロー等を参考にして、作業を進めるのが職員の負担を軽減

するポイントである。 

 

図 3.3 沖縄県浦添市の業務フロー  
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総務省自治体クラウド開発実証事業資料 (佐賀県 ) 

 

また、成果物は可視化し、分かりやすい表現にしないと改善施策の議論が始まら

ない。最近はさまざまな工夫を凝らして「分かりやすい行政」を目指す自治体も増

えている。改善目標に対して最大の効果を生み出す指標を決めて業務範囲を絞り込

んだ上、既存の成果物を活用することにより、職員の負担を少なくする事が可能で

ある。また、事前に改善活動の内容や調査時間を職員に明示し調整をしておくのも、

職員の作業負荷を軽減する方法である。 

 

(3)標準(To be)モデル策定と継続的な改善 

 標準モデルの策定については、単純に現行業務からの改善ではなく、抜本的な

改善のため、行政業務のあるべき姿を明示し、それからの検討のアプローチを図る。

つまり、理想的な行政業務を明示することにより業務的な改善とシステムな改善を

同時に実現した上で、制約事項などを検討して標準モデルを策定する。法改正や自

治体を取り巻く環境で地方自治体の業務そのものが変わっていくことは避けられ

ない。もし標準モデルを策定したとしても、改善活動が続かないと、いずれはまた

余分な作業や業務手順の独自化が発生してしまう。それではせっかく行った BPR の

効果が半減し、その標準モデルさえ陳腐化する。なお BPR を継続的にしていくため
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には、職員の高いモチベーションが必要だ。そのためにはトップ層からの力強い支

援が必要であり、業務改革担当を設けるのも一つの方法である。 

 

標準モデル策定と継続的な改善  

 

3.3.5. BPR 適用効果 

BPR の適用効果については、BPR の実施目的や実施方法により試算方法が変わ

ることから、第 4 章で扱う BPR 適応事例別に効果産出方法及び効果内容を提示

する 
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4. 行政部門への BPR 適用事例 

 

4.1 研究事例の概要 

 電子行政が目指している「住民サービスの向上」、「データや情報システムの連

携」、「自治体クラウドの実現」を達成するためには BPR が必要であると述べた。

また「住民の目線に立った課題の検討」、「職員の負担を少なくするための配慮」、

「標準モデル策定と継続的な改善」が BPR の成功要因である。ここで浦添市や佐

賀県自治体クラウド開発実証事業での BPR 取り組みを簡単に紹介する。また、第_

章からは、佐賀県自治体クラウド開発実証事業での BPR を深堀りし、考え方、実

施経緯、実績などを具体的に解説していく。 

 

4.2 BPR 適用ケースと成果分析 

4.2.1. 浦添市共同研究〜自治体自らの取り組み〜 

4.2.1.1 概要  

沖縄県浦添市では平成21年3月に総合行政システムを開発し、住民記録・税・国民

健康保険や年金などの業務でサービスを開始した。浦添市が目指したのは、基幹業

務の徹底的なBPRを通じて新しい業務プロセスを定義し、新しい業務プロセスを支

えられる情報システムの構築をセットにして「住民サービス向上」や「情報システ

ム構築・運営コスト削減」「公務員の事務効率向上」を実現する事だった。 

 

表4.1 浦添市のBPR概要  

 

業務フローや要件定義などで業務を見える化した上で、改善事項を見つけ、見直

しを行った。その中で、事務処理プロセスがスタートから完了までに20工程を必要

とした「就学援助の申請プロセス」をわずか2工程に効率化することも可能である

とわかるなど、多くの改善ポイントを発掘し、その中で法律や条例などの縛りがな

く、即座に改善できるものに関しては改善を実施した。 
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図 4.1 現行の就学援助業務プロセス (20 段階 ) 

 

図4.2 あるべき姿の就学援助プロセス (2工程 ) 
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図 4.3 浦添市基幹行政システムの処理業務内容  

 

実際の改善事例として、市民税や国民健康保険税など、従来はそれぞれの窓口で

別々のシステムに基づいて徴収していたものを統合し、総合的に収納処理が可能と

なる統合収納システムも構築した。さらに浦添市はここで培われたノウハウや仕組

みを、更に継承発展させ、将来的には全国の自治体と共同利用に踏み切る為の行政

クラウドサービスの基盤となるシステム化も視野に入れて取り込んだプロジェク

トである。浦添市の目指す行政クラウドサービスとは、自治体が主体的に業務改革

を繰り返すことができる仕組みを持つものである。これは住民サービスが複雑化、

多様化する中で、業務を改革しコスト削減するには、自治体単独で行うことの限界

が見える時代になっているとの認識に基づくものである。このシステムの導入によ

って、浦添市は業務プロセス革新、情報システム調達方法の革新、住民サービスの

向上などを図り、業務効率化の側面と市民サービス向上、情報システム調達。管理

運営コストの削減の面でも大きな成果を上げている。浦添市で行った、BPRの具体

的な手法と効果測定方法に関しては、佐賀県自治体クラウド事業と内容が重な

るため、ここでは省略する。 
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4.2.2. 佐賀県自治体クラウド事業〜複数の自治体の共同利用〜 

前述、浦添市では、個々の自治体が行うべき BPRについて研究し、いわゆる標準

(To be)システム開発まで実現できたものですが、佐賀県自治体クラウド開発実証

事業では標準システムをクラウド基盤上で提供し、複数の自治体が使えるようにす

るため、参加した6自治体（合計人口は約16万人）の担当職員が中心となって行政

業務のあるべき姿の検討を行い、業務の流れや作業負担まで徹底的に見える化した。

BPR を反映したシステムでその効果を検証し、業務処理に必要とされる時間が約 3

割削減可能なことが分かった。また、住民が行政窓口で手続した後、交付や説明を

受けるまでの待ち時間も約3割短くなることが分かった。 

 

表 4.2 佐賀県 BPR 概要  

 

4.2.2.1. 佐賀県自治体クラウド事業の概要 

(1)．BPRの実施概要 

1) BPR の目的 

本事業におけるBPR では、浦添市と同様、業務プロセスを「見える化」し、利用

する職員及びサービスを受ける住民の目線に立って、改善点の検討及び協議を行い、

その結果を情報システムに反映させ、住民サービス向上や業務効率化を図っていく

ことを目的としている。尚、複数の自治体が一つの基幹行政システムを共同利用す

る際に考慮すべき事項や、自治体間システム相互連携により、例えば住民が新しい

居住地の自治体の窓口で転入届出を出すことにより、以前居住地の自治体では自動

的に転出手続きが行われることにより、住民には転出先、転入先それぞれの自治体

の窓口に訪問する不便をなくし、自治体は転出先への種類の郵送や、転出業務の廃

止が可能になるなど、一層市民サービスの向上や公務員の業務効率を上げられる方

法なども研究したものである。 

2) BPR の実施内容 

効率的に事業を実施していくため、以下のプロセスで BPRに取り組んだ。 

① BPR の方針 

BPR の前提条件になる考え方や手順を整理し、BPR の方針を決定する。 
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② 情報収集と重点領域選定 

市町業務に対し、アンケート及び業務量整理などの市町現状調査を行っ 

た上で、本事業で重点的にBPR を実施する領域（以下、「重点領域」と 

いう）を選定する。 

③ 事例調査 

現状の延長線上では発想しにくい理想的な将来モデルを作成するため、  

電子自治体が進んでいる韓国の事例などを調査する。 

④ 現行業務分析（現行モデル作成） 

現行業務を「見える化」するため、現行業務フローなどを作成する。  

⑤ 将来モデル作成 

現実的な制約事項を考慮しない、理想的な将来モデルを作成する。 

⑥ 次期モデル作成 

実現可能な次期モデルの作成を行う。 

⑦ BPR結果のシステム反映 

次期モデルを情報システムへ反映する。 

 

 

図 4.4 BPR 作業イメージ  

 

本事業で行ったBPR の実施経過は以下の図のとおりである。各市町の業務主管課

にあっては、3月から6月にかけては、受託事業者の訪問を受けてのインタビュー回

答や資料の提供を行い、7月以降は、次期モデル、将来モデル等の分科会への出 

席・検討を行い、11月から12月にかけては、各市町の実証用端末で新システムの操

作を行いBPR の効果測定を行った。 
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図 4.5 佐賀県 BPR 全体日程  

 

(2) BPR の方針 

BPR を実施するに当たり、BPR の実施方法や考え方、取り込み手順について定め

た 

1) BPR の考え方 

 本事業では開発するシステムを複数の自治体が共同利用することを前提とし

ているため、BPR においては、業務の改善だけではなく、システムに係る業務

処理の標準化への取り組みも必要となる。こうしたことから、BPR によって導

き出された標準化モデル（将来・次期モデル）を各市町に提示し、共同利用に

向けた検討を行うこととした。 

     

          図 4.6 標準化モデルの概念  
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2) 標準モデル作成の考え方 

本事業では、実行可能な標準モデルをより容易に導く方法として、まずは法

律や条例、組織など現実的な制約事項を意識せず、あるべき姿の業務プロセス

を策定し、それを将来モデルとし、今度は将来モデルに移行するための様々な

現実的な制約事項を考慮した上で、実行可能なモデルを決め、それらを標準モ

デルと決める方法を利用した。この方法を使うことにより、漠然とする標準モ

デルのイメージの確定がより容易になるのである。これを開発する業務アプリ

ケーションに反映することとした。 

     

図 4.7 標準化モデルの考え方  

 

※本事業における現行モデル、将来モデル、標準(次期)モデルは以下のように

定義する。 

 

現行モデル：各自治体の現行業務内容および業務の流れを、業務フローおよび

業務説明書、DMMにより表現したもの。所要時間については、個別

調査や分科会にて担当職員にヒアリングした値である。 

将来モデル：現在の制約事項や実現性にとらわれず、より理想的な状態を目指

したもの。所要時間は、受託事業者にて試算（予測）を行い、分

科会にて確認したものである。 

次期モデル：現在の制約事項等を踏まえた上で実現可能な改善策を適用した一

連の業務を指す。所要時間は、改善策を検討した時点で試算（予

測）を行い、担当職員が実証用端末を用いる実証実験において、

妥当性を測定検証したものである。 

_ 
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3) 業務改善の手順 

本事業においては、Step1で「業務フロー」等を作成し、Step2_で標準化モデル

を検討し、Step 3で実際に効果を測定するといった手順でBPR を行った。具体

的な手順は以下のとおりである。 

〈STEP 1〉「業務フロー」「業務説明書」で現行業務プロセスを見える化 

現行業務を「作業単位」で分析し、作業の流れ（業務プロセス）を

業務フロー、業務説明書で見える化する。 

〈STEP 2〉業務全体を見渡し、5つの視点で改善を検討し、標準化モデルを作  

     成５つの視点と合わせ、各市町の業務主管課の意見や受託事業者か 

らの提案で将来モデルを作成した上で、制度や組織的な制約事項を

踏まえた次期モデルを検討する。5つの視点を以下に示す。 

 

■ 紙ベースの手作業をシステム化 

手作業をシステム化することで業務処理時間や作業ミスが少なくなる。 

■ 紙・人ベースの情報連携をオンライン化 

情報連携がオンライン化されると、紙の打ち出しや人の移動などがなく

なる。 

■ 紙保存から電子データ保存へ 

紙資料を電子データにすることで、資料の検索や保管などの手間が省か

れる。 

■ 業務の外部委託 

役所内で行っている作業を、より効率良く実行できる外部委託で行う。 

■ その他 

 

〈STEP 3〉業務の処理時間を予測し、開発したシステムで効果を検証 

現行モデルと次期モデルの各作業の処理時間を数値化・比較し、業 

務処理時間の削減効果を予測する。次期モデルの改善策を情報シス 

テムに反映し、開発したシステムを用いて参加市町の業務主管課が 

効果測定を行い、その効果を評価する。 

業務改善の手順のイメージは図4.8に示す 
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図 4.8 本事業での BPR 作業手順  

 

4) BPR作業の手順 

全業務について複数の市町でBPR を実施する必要や、本事業の実施時期が業

務繁忙期と重なっていることから、自治体の業務担当者へ負担を減らせるため

に、効率的なBPR を実施する必要があったことから、以下の手順でBPRの作業を

実施した。 

① BPR効果がより高く見込まれる業務を重点領域として選定 

本事業ではBPR 改善目標に定めた「住民の役所での待ち時間や自治体職員の業

務処理時間を概ね30％以上削減」の実現に向けて、BPR 実施効果が高いと判断

されるところを重点領域として選定した。 

② 選定した3つの重点領域毎に自治体の業務処理規模要素を考慮し、1市1町の

対象市町を選定して、現行分析や課題確認 

本事業では参加自治体の公務員に最も負担を与えると想定される現行業務に関

するインタビューを、住民情報関係、税関係、国民健康保険関係の業務区分毎

に担当する自治体（1市1町）を選定して実施した。 

 

表 4.3 参加自治体別人口規模及び職員数  
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①  託事業者により、標準化モデルの案を作成 

現行分析や課題確認の情報を基に改善策を検討し、標準化モデルの案を作成。 

②   科会を開催し、市町間で情報共有や意見交換を行い、標準化モデルを作成 

作成された標準化モデルの案を6自治体の業務担当者と検討を行い、各自治体別

の相違点などを含めた討議を行い標準化モデルを確定した。 

 

そのBPR 作業手順のイメージを図4.8に示す。 

 

図 4.8 本事業での BPR 作業手順  

 

(3) 情報収集と重点嶺域選定 

町の業務の現状を把握し、重点領域を選定するため、改善余地度や業務量情報

などの調査を実施する。 

1) 情報収集内容 

① アンケート調査 

治体に対して、アンケートシートを用いて各業務に対する「改善余地の有無」

や具体的な「改善要望等」の意見を調査した。アンケートの内容については、

現状の業務について、以下の 段階で評価し、各業務毎に改善余地度を点数で

まとめることとした。 

・現状の業務のやり方は改善余地がない。 

・現状の業務のやり方はあまり改善余地がない。 

・現状の業務のやり方はやや改善余地がある。 

・現状の業務のやり方は大いに改善余地がある。 

使用したアンケート調査票は表4.4である 
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表 4.4 アンケートの記入例  

 

② インタビュー調査内容 

アンケートの回収に併せて業務主管課担当者に対するインタビューを実施

した。インタビューは①アンケートシート内容の確認、②業務改善に関する意

見、③現状把握の3つの観点で行った。 

③ 業務量情報調査 

ンケートの回収に併せ業務量の把握できる情報を調査した。 

業務量情報については、各業務の_年間での業務処理件数が分かる代表的な指標

及び参加自治体により提供を受けた指標毎に整理を行った。 

表 4.5 に選定した業務量情報指標を示す。 
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表 4.5 業務量情報調査票  

 

2) 情報収集結果 

① アンケート調査結果（改善余地度把握） 

各業務に対する改善余地のアンケート調査の結果、改善余地があるとする回

答の割合の高い業務（改善余地度2.5以上）は、法人住民税（3.2）、法人収納

（3.2）、国保資格（2.7）、固定資産税（2.5）、DV・ストーカー（2.5）であ

り、特に税関係の業務が多かった。一方で、改善余地度が低かった業務は学齢

簿（1.9）、幼稚園（1.9）、選挙（1.9）、軽自動車税（2.0）であり、業務処

理件数が比較的少ない業務であった(図4,9参照) 
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現状の業務のやり方に関する改善余地度  

(1:改善の余地がない～4:大いに改善の余地がある ) 

 

図 4.9 各業務に対する改善余地アンケート調査結果  

 

② 市町担当者の意見収集結果 

アンケートの自由回答とアンケートシートを回収する際に実施したインタ

ビューの内容を整理し、現行業務分析でのインタビューの参考資料として活用

した。参加市町からの意見としては、より具体的なシステムに関する改善の意

見が多かった。その主な内容を以下の次の表に示す。 
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表 4.6 アンケート及びインタビューの主な内容  
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③ 業務量情報整理結果 

参加自治体を訪問し、業務量情報資料を収集し、指標に基づき各自治体における

各業務で業務量を整理した。業務量情報収集結果を次の表に示す。  

 

表 4.7 参加自治体からの業務量情報管理 (網掛けは人口割りで想定した数値 ) 
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4) 重点嶺域選定 

① 重点領域選定の考え方 

重点領域業務を選定には、自治体業務担当部門への情報収集の結果から、改

善余地度や業務量を考慮し、特にBPR による改善効果が大きいと想定される業

務を重点領域候補として選定した。次に、選定した重点領域候補に対して参加

自治体による対象業務の過不足確認を行い、業務追加要望を反映することとし

た。なお、重点領域業務については、全体の業務量の概ね7割の業務量を目安に

選定した。 

     

 

図 4.10 重点嶺域選定基準及び進め方  

 

重点領域業務選定の基準は以下の内容とした。 

ⅰ. 改善余地度：業務主管課からの改善余地度の調査結果が2.52以上の業務 

ⅱ. 業務量：業務量の特に大きい業務 

ⅲ. 市町の意見：参加市町からの意見で追加すべきとされたもの 

ⅳ. 受託業者からの提案：業務量は把握できていないが、受託業者が想定する

業務量・業務負担が大きい業務 

② 重点領域選定結果 

ⅰ. 住民情報関係の重点領域選定 

住民情報関係では、改善余地度から「DV・ストーカー」、業務量から「住民基

本台帳（転入・転出）」・「印鑑登録」、市町の意見により「選挙」・「学齢

簿」・「就学援助」を重点領域として選定した。 



53 

 

 

表 4.8 住民情報関係での重点嶺域選定表  
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ⅱ. 税関係の重点領域選定 

税関係では、改善余地度から「法人住民税」・「法人収納」・「固定資産税」、

業務量や他の自治体での業務分析を勘案し「個人住民税」を重点領域として選

定した。 

 

表 4.9 税関係での重点嶺域選定表  
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ⅲ. 国民健康保険関係の重点領域選定 

国民健康保険関係では、改善余地度や国民健康保険のメインの業務が国保資

格、国保賦課、国保給付であり、改善効果が大きいとの判断で、「国保資格」、

「国保賦課」、「国保給付」を重点領域として選定した。 

 

 

表 4.10 国民健康保険での重点嶺域選定表  
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①   重点領域業務の割合 

重点領域と重点領域外の業務を一覧に整理すると下表のとおりとなり、概ね

全業務の7割でBPR を重点的に実施することとなった。 

 

 

表 4.11 重点嶺域と重点嶺域外の割合  

 

(4) 現行業務分析 

BPR のステップ1に当たる現行業務分析について、その過程やその結果から

見出された課題を整理した。 

 

1) 現行業務分析の過程 

重点領域業務を対象に、参加自治体の業務担当者に対し現行業務プロセスに

関するインタビューを行い、その結果を元に現行業務を見える化したDMM、
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業務フロー、業務説明書を作成し、現行モデルとした。 

 

図 4.11 現行モデル作成の流れ  

 

① 現行業務インタビュー実施 

現行業務について、1市1町を対象に、各市町の業務担当者に対して、1年間

の業務サイクルの流れをインタビュー形式で調査を行い、現行DMM及び現行業務

フローを作成した。 

 

② 現行モデル作成内容 

ⅰ. 行業務DMM 作成内容 

総務省の自治体EA23で定義するDMM（Diamond Mandara Matrix：機能分析表）

とは、分析対象業務の「機能」を洗い出し、その「機能」を徐々に詳細化（分

割・階層化）していくことで、その業務を構成する「機能」の階層構造を明ら

かにするための表である。また、一般に「人間が一目で捕捉や分析ができる数

の限界」は3×3＝9であるとされており、DMMでは9個のマス（真ん中の8つのマ

スと、それを囲む8つのマス）を1つの単位として、業務の「機能」の階層構造

を示している 24。本事業では1年間の業務の流れや業務範囲を見える化すること

を目的に、現行業務DMMを作成した。作成した現行DMM は業務フローの作成にあ

たっての機能の漏れのチェック等でも活用した。例として、図4.12に個人住民

税の現行業務DMMを示す。 

                                                   
23 EA は、1987 年に John A. Zachman(ジョン・ A・ザックマン )氏が提唱した情報システムを設計す

るための枠組みが基礎となっており、 1992 年に情報システムだけでなく組織全体を対象とするよう

概念が拡張された。  
24 総務省 http://www.soumu.go.jp/denshijiti/system_tebiki/hyouki/gyomu/2a -2-dmm.html 
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図 4.12 現行業務 DMM の例  

 

上記の例では、まず課税するための「1・課税情報収集」と「2・課税情報登

録」を行い、「3・賦課」をする。次に、「4・申告内容調査」、「5・更正」を

実施し、必要な場合は「6・督促」、「7・異動」処理を行う。また、年末には

予算計画作成などのために、「調査・報告」を実施する、という業務の流れと

なる。「1・課税情報収集」は「1-1支払情報収集」、「1-2申告情報収集」、「1-3

家屋敷課税情報収集」、「1-4生活の本拠地課税情報収集」で構成されているこ

とが分かる。 

 

ⅱ. 行業務フロー作成内容 

現行業務の各作業の流れを見える化することを目的に、現行業務フローを作

成した。本事業においては、現行DMM で整理した業務の範囲および機能に基づ

き、業務を「レベル0（業務区分）」、「レベル1（業務）」、「レベル2（事務

処理）」、「レベル3（手順）」、「レベル4（作業）」の5段階で体系化し、段

階的に詳細化してフロー化を行った。 
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表4.12に本事業の業務フロー作成における業務の体系の考え方を示す。 

 

表 4.12 業務体系表  

 

業務フローで使用される記号を図4.13。課題及び改善策などについても吹き出

しを用いて業務フロー上に表現した。 

 

図 4.13 業務フローで利用する記号  

図4.14に個人住民税業務の支払情報収集手順を表した例を示す。なお、本事業

で作成した現行業務フローは440ページに及んだ。 
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図 4.14 現行業務フローの例 (個人住民税 ) 

 

上記の業務フローでは、①12月に税務課から特別徴収義務者である事業者へ

給与・年金支払報告書提出依頼を行う、②その依頼を受けて、特別徴収義務者

は給与支払報告書と年金等支払報告書をまとめた上で税務課に送付する、③税

務課では給与支払報告書を受付し、提出日集計表を手作業で行う、④システム

での住民情報を用いて、住民情報確認や登録用データ修正作業を行う、⑤給与

支払報告書などで未確認分がある場合は、特別徴収義務者に問合せを行う、⑥

転出者や誤送付の場合は該当する住所地へ回送する、という手順を示している。 

また、続きの作業の流れは次の_ページの「A」から始まることを示している。 

なお、②の作業（業務フロー中の1-1-2）を例にすると、_件当たりの所要時間

が10分の作業が、年間18,000件発生することを示している。また、各作業にお

ける課題を吹き出しに記載しており、これらの課題に対する改善策は将来及び

次期モデルで検討される。 

 

ⅲ. 現行業務説明書作成内容 

現行業務フローの補足資料として、業務説明書を作成した。業務説明書では

各作業の詳細な説明及び所要時間合計などを記述している。 
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図4.13に個人住民税の例を示す。 

 

表 4.13 現行業務説明書の例 (個人住民税 ) 

 

③ 現行業務分析の結果 

現行モデル作成結果やその課題を対象市町で分析し、整理を行った。 

 

ⅰ. 現行モデル作成の結果 

各現行モデルを分析した結果、重点領域である3業務区分の13業務において、

68の事務処理、723の作業が存在することが分かった。 

また、全事務処理にかかる所要時間を集計したところ、年間で22,065時間とな

った。3業務区分における、現行モデルの作業数と所要時間を図4.14に示す。 
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表 4.14 現行モデルの作業数と所要時間  

 

・ 検討課題の整理 

現行業務フローや現行業務説明書で業務プロセスを見える化した上で、参加

自治体の業務担当からの意見や受託者の提案と合わせて、業務全体を見渡し、

BPR の5つの視点で改善の検討を行い、現行モデルにおける課題を抽出した。そ

の結果、対象の3業務区分において302の課題を見出した。 
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表 4.15 検討課題の内訳分析  

 

現行業務では紙による手作業や紙の保存に関連する作業が多く、それらの改

善が全業務から見出した課題のうち半分以上を占めた。外部委託できる業務と

して、「選挙の入場整理券発送」、「税関係での納税通知書発送」、「国保の

被保険者証発送」などが挙げられた。 

課題のうち、「主な課題内容」は、下表のとおりである。 
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表 4.16 主な課題内容  

 

(5) 将来モデル作成 

理想的なモデルとして、将来モデルの作成を行って、その内容や分析結果を

整理した。 

 

1) 将来モデル作成の過程 

将来モデルで達成するコンセプトを定め、そのコンセプトから現行業務の課

題の解決策を検討し、将来モデルを作成した。なお、業務フローなどを現行モ

デルと比較することで、その見込みの効果を予測した。 

将来モデル検討イメージを図4.15に示す。  
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図 4.15 将来モデル検討イメージ  

 

① 将来モデルコンセプト 

将来モデルを策定するにあたり、「いつでも、どこでも、誰でも電子的に行政

手続きを行うことができる」、「行政情報を共有することで、紙がなくなり迅

速な手続きを行うことができる」といったコンセプトで目指すべき将来モデル

のイメージを構想した。将来モデルのイメージを以下に述べる。 

 

ⅰ. 「いつでも、どこでも、誰でも電子的に行政手続きを行うことができる」 

⇒（申請・通知の電子化など） 

・パソコン等の情報端末を用いて接続できる住民窓口ポータルサイトが用意さ

れており、役所への申請は住民窓口ポータルサイトもしくは役所などに設置

の情報端末を使用し、電子申請を行うことができる。 

・役所からの連絡、通知等は住民窓口ポータルサイトに通知される。 

・税等の納付方法は、住民窓口ポータルサイトから振替口座やクレジットカー

ドを指定して納付する、あるいは金融機関等の窓口で番号を告げて現金納付

できる。 

     

図 4.16 将来モデルによる住民の申請  
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図 4.17 将来モデルによる納付  

将来モデルによる納付 

ⅱ. 行政情報を共有することで、紙がなくなり迅速な手続きを行うことができる 

⇒（異なるシステム間の連携が可能） 

・異なる機関のシステム間であっても相互の連携が可能となる。 

・そのため紙による情報のやりとりやデータの再入力による時間が軽減される。 

・医療機関や年金保険者の情報ネットワークが構築されており、住民は保険証

などを持たずに病院で受診できるようになる。 

        

図 4.18 将来モデルにおけるシステム連携  

       

図 4.19 将来モデルによる受信  
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将来モデルのコンセプトに基づく全体像を図4.20に示す 

 

図 4.20 将来モデルの全体像  

 

想定するデータ連携ハブの内容を以下の表に示す 

 

② 解決策の検討 

現行モデルの検討にて抽出した現行業務における主な課題に対して、将来モ

デルのコンセプトをインプットし、5つの改善視点（①紙ベースシステムの手作

業をシステム化、②紙・人ベースの情報連携をオンライン化、③紙保存から電

子データ保存へ、④アウトソーシングの検討、⑤その他）に基づき解決策を検

討した。表4.17に、主な課題に対する解決策を示す。 
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表 4.17 解決策の検討表 (将来モデル ) 
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表 4.18 解決策の検討表 (将来モデル ) 

 

③ 将来モデル作成内容 

現行モデルの課題に対する解決策を検討した後、将来業務DMM、将来業務フ

ロー、将来業務説明書を作成した。以下の表4.19、図4.21、表4.20に将来業務

DMM、将来業務フロー、将来業務説明書を表した例を示す。なお、本事業で作成
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した将来業務フローは220ページに及んだ。 

ⅰ. 将来業務DMM 作成 

将来モデルでは住民基本台帳ネットワークと連携して自動的に処理するた

め、現行モデルの3-3公示送達がなくなる。 

 

 

表 4.19 将来業務 DMM の例 (個人住民税 ) 

 

ⅱ. 将来業務フロー作成 

給与支払報告などをデータで受取ることにより、紙による手作業（支払報告

書受付、登録用データ修正、支払情報資料の住所地への回送）がなくなる。 
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図 4.21 将来業務フローの例 (個人住民税 )  

 

ⅲ. 将来業務説明書作成 

「1-1支払情報収集」を電子データでやり取りすることで、23万分かかった作業

が657分となる。 

 

表 4.20 将来業務説明書の例 (個人住民税 ) 
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2) 将来モデルの見込み効果 

①   将来モデルにおける作業数と所要時間 

作成した将来モデルでは、3業務区分の13業務において、作業が491件であっ

た。また、全作業にかかる所要時間は、年間で4,180時間となり、現行モデルと

比較したところ、17,885時間（81％）の削減効果が見込まれることとなった。 

将来モデルにおける作業数と所要時間を現行モデルと比較した結果を表3-21に

示す。なお、現行モデルとの比較のため、現行業務分析を行った自治体を対象

とした。 

 

表 4.21 将来モデルにおける作業数と所要時間  

 

②   制約事項と対応策の検討 

将来モデルの実現には、法制度や社会全体のシステム整備等、解決に時間を

要する課題等の制約事項が多数存在する。よって、初めに将来モデルで目指す

べき姿として整理した将来モデルコンセプトに対し、より近い将来での実現を

前提とする次期モデル検討の前に、障壁となりうる具体的な制約事項と、必要

な対応策の検討を行った。その結果を図4.22に示す。 
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図4.22 将来モデルのコンセプトに関する制約事項一覧  

 

(6) 次期モデル作成 

理想的な将来モデルに対して、現実的なモデルである次期モデルを作成した。

ここでは、その検討過程や検討内容を整理する。 

 

1) 次期モデル作成の過程 

将来モデルの作成では、法制度や社会全体のシステム整備等、解決に時間を

要する課題等を制約事項として整理した。その将来モデルの考え方を生かしつ

つ、実現可能なモデルとして、開発するシステムに反映する「次期モデル」を

自治体業務担当も参加して作成した。 

①  解決策に対する制約事項の確認や次期モデル改善策検討 

現行モデルの課題に対する将来モデルの解決策について、前述の制約事項の有

無を整理した。また、制約事項があるものに対し、現実的な解決手段が適用可

能か、適用可能な場合は具体的な改善策を検討した。現行モデルの主な課題に

ついて、将来モデル解決策に対する制約事項と次期モデル改善策を表4.22に示

す。 
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表 4.22 主な制約事項と改善策  
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将来モデルの解決策に対する制約事項の有無を整理した結果、将来モデルの

302件の解決策の中で、約_割は制約事項がなく次期モデルの改善策として適用

可能となった。また、53件は制約事項を踏まえて、現実的な解決手段となる改

善策を検討し、次期モデルへ反映した。制約事項の中ではシステム間連携を実

現する連携基盤の構築に関わるものがもっとも多く87件であった。 

現行モデルの課題に対する将来モデルの解決策について、制約事項の有無及び

次期モデルでの改善策を検討した結果を以下の図に示す 

     

図 4.23 制約事項の整理  

 

①   次期モデル作成内容 

次期モデルとして作成した資料は、以下の表4.23次期DMM、図4.24次期業務

フロー、表4.24期業務説明書である。なお、本事業で作成した次期業務フロー

は220ページに及んだ。 

ⅰ. 期業務DMM 作成 

住民基本台帳ネットワークと連携した自動的な仕組みが制約事項となるため、

公示送達業務を次期モデルでは行う。 
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表 4.23 次期 (標準 )DMM の例 (個人住民税 ) 
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ⅱ. 期業務フロー作成 

次期モデルでは給与支払報告書の提出日集計表をバーコードで行うなど、手

作業をシステム化した。 

 

図 4.24 次期業務フローの例 (個人住民税 ) 

ⅲ. 次期業務説明書作成 

「1-1支払情報収集」は現行業務（23万分）と比較し、次期モデル（12万分）

では約_割削減となった。 

 

表 4.24 次期業務説明書の例 (個人住民税 ) 
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1) 次期モデル作成の見込み効果 

① 次期モデルにおける作業数と所要時間（見込値） 

将来モデルから制約事項を考慮し、実証実験システムに反映する次期モデル

を作成した結果、_業務区分の13業務において、作業が649件であった。また、

全プロセスにかかる所要時間は、年間で12,933時間となり、現行モデルと比較

したところ、所要時間においては9,131時間（41％）の削減効果を見込んだ。 

このような見込みをもとに、次期モデル分科会で検討し、システム反映するこ

とにした。（なお、実証実験による効果の測定結果において、当該見込みを実

証実験により検証した結果〈6,543時間〔30％〕の削減〉を記載している。） 

次期モデルにおける作業数と所要時間（見込み）を現行モデルと比較した結果

を表3-24に示す。なお、次期モデルは参加自治体全てが対象であるため、厳密

には「対象自治体」は存在しないが、現行モデルとの比較のため、現行業務分

析を行った市町を便宜上対象自治体としている。 

 

表 4.25 次期 (標準 )モデル作業数と所要時間の予測 

 

次期モデルでの改善見込みを、前述の5つの視点から分析すると、「手作業のシ

ステム化」が約半分を占めた。 
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表 4.26 BPR の改善点別分類  

 

図 4.25 BPR の改善点別分類  

 

② 住民サービス向上の効果分析（見込値） 

業務プロセスについて、「住民サービス向上」にかかる効果として、住民が

役所を訪問し、一定の手続きの後、交付や説明を受ける19プロセスについて、
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住民の待ち時間（業務手続き時間）が31％削減されることを見込んだ。 

このような見込みをもとに、次期モデル分科会で検討し、システム反映するこ

とにした。（なお、実証実験による効果の測定結果において、当該見込みを実

証実験により検証した結果〔30％の削減〕）を記載している。） 

 

表 4.27 BPR の測定効果  

 

4.2.2.2. BPRの測定効果 

(1) 効果測定の考え方 

本事業における「住民サービス向上効果、業務効率化効果」の定義を整理する。 

1) 住民サービス向上効果の測定 

住民サービス向上効果については、「住民の待ち時間の削減」を定量効果と

して表し、「住民の記入にかかる手間の軽減」等を定性効果として表す。なお、
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「住民の待ち時間」については、住民が申請してから受け取るまでに職員が行

う一連の業務処理にかかる時間が該当する。 

 

図 4.26 住民サービス向上の定量的な効果  

 

図 4.27 住民サービス向上の定性的な効果  

 

定量効果については、「住民の待ち時間」に該当する一連の業務処理の時間を

測定・確認することで算出する。なお算出にあたっては、ひとりの住民が手続

きを行うにあたってどの程度の効果が発生するかをみるために、_件あたりの

「住民の待ち時間」の削減効果を算出することとする。 

 

図 4.28 住民サービス (定量効果 )向上の評価項目  
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定性効果については、次期システムを利用した業務で、住民の方が便利になる

と思われる項目について、アンケートを行うことで測定する。アンケートは住

民の方に行うのではなく、住民の方々と接点の多い市町職員の担当者の方に対

して行う。 

 

図 4.29 住民サービス (定性効果 )向上の評価項目  

 

2) 業務効率化効果の測定 

業務効率化効果については、「職員の業務時間の削減」を定量効果として表

し、「業務や組織の質の向上（ミスの防止、セキュリティレベルの向上など）」

を定性効果として表す。なお、「職員の業務時間」については、対住民に関わ

る業務処理だけでなく、職員が行う全ての業務処理が該当する。 

章  

業図 4.30 業務効率化の定量効果  

 

業  
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図 4.31 業務効率化の定性効果  

 

業務効率化効果については、対象業務における「業務処理時間」を測定・確認

することで算出する。前述の「住民サービス向上効果」と測定範囲が重複する

部分については兼ねて測定・確認を行うものとする。なお算出にあたっては、

職員の「業務処理時間」が年間の全処理時間においてどの程度の効果が発生す

るかをみるために、_件あたりの「業務処理時間」に年間処理件数を乗じた合計

時間における削減効果を算出することとする。  

 

図 4.32 業務効率化 (定量 )の評価項目  

 

定性効果については、次期システムを利用した業務で、職員の方が行われる業

務の質の向上に役立つと思われる項目について、アンケートを行うことで測定

する。業務効率化の定性効果には「業務の誤り防止」だけでなく「セキュリテ

ィの向上」や「作業難易度の軽減」等もある。 
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図 4.33 業務効率化 (定量 )の評価項目  

 

(2) 効果測定手法の検討 

住民サービス向上効果や業務効率化効果の最適な効果測定方法を検討する。 

1) 測定手法の選定 

実証実験で用いる測定方法は、次期システムを実際に操作してその時間を測

る手法、次期システムのメニューや機能を紹介した後に想定所用時間を聞き取

り（ヒアリング）をする手法など様々であり、測定項目に応じて、最適な手法

を組み合わせてシナリオを考える。本実証実験では、効果が見込まれる測定項

目のうち、システムを用いた業務処理についてはシステムを操作、またはメニ

ュー・機能を見て時間を測定する。手作業など、システムとは無関係な業務処 

理や効果が見込めない測定項目については、参加市町職員が試算値の妥当感を

確認する。また、定性効果については、職員による一定の操作期間のあと、ア

ンケートで効果を測定する。 

 

図 4.34 測定方法選定の全体像  
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図 4.35 効果が見込まれる測定項目  

 

2) 実証実験シナリオの作成 

前述の方法で測定方法を選定したあと、定量効果の測定にあたっては、各業

務フローをベースに業務ごとの実証実験シナリオを作成し、これに基づき実施

する。シナリオの作成にあたっては、自治体職員の作業負荷にも留意しつつ、

各測定項目の特性に応じて前述した測定方法ごとに区分（色分け）し、その区

分に則り、業務所要時間を測定する。また、実証実験に協力いただく市町の方々

の負担を考慮して、確認事項それぞれについて、シナリオ実行に係る想定所 

要時間をおき、所要時間の合計が、午後の半日程度（_時間程度）に収まるよう

シナリオを調整する。 

 

図 4.36 シナリオ策定プリシー  
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表 4.28 実証実験シナリオ (住民基本台帳 )［抜粋］  

 

3) アンケートの作成 

定性効果を測定するためのアンケート作成にあたっては、次期システムの利

用によって定性的な効果が期待される事項を質問し、参加市町職員が_段階で評

価する。これを得点化し、全回答者の平均得点が点を超えたものを定性効果と

して評価する。また質問以外に職員が実感する効果も自由記述で収集し、これ

についても定性効果として含める。 

 

図 4.37 アンケートの考え方の評価ポリシー  
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(3) 実証実験による効果の測定結果 

本節では、住民サービス向上、業務効率化それぞれにおいて、定量効果なら

びに定性効果の実証実験での測定結果を記載する。なお、定量効果については、

市と町での実施業務の違いに考慮して、市と町に分けて整理する。 

 

1) 住民サービス向上の測定結果 

住民が役所に訪問し、一定の手続きの後、交付や説明などを受ける19プロセ

スを対象に業務手続き時間の削減率を測定した結果、平均で31％の削減となっ

た。特に、法人住民税の問合せや回答（58％）、国保賦課の賦課税額試算説明、

国保給付の特定疾病療養受療証交付（50％）、住民基本台帳の転出受付（50％）

であり、住民の待ち時間の削減効果が高かった。 

 

 

表 4.29 住民サービス向上における測定結果  

 



88 

 

一方で、定性効果については固定資産税や個人住民税において、多くの効果が測定

された。 

 

表 4.30 測定効果の評価点一覧  

 

2) 業務効率化の測定結果 

BPR の結果を反映し、開発したシステムにより、業務効率化を測定した。 

業務処理時間は、年間で6,543時間（30％）の削減となった。中でも、学齢簿や

就学援助においては高い効果がみられた。改善された内容を測定結果で分析す

ると手作業のシステム化が年間2,903時間で改善効果の45％を占めた。なお、紙

保存から電子保存、紙・人連携から電子連携については年間2,847時間の改善効

果が測定された。 
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図 4.38 BPR の改善視点別分類［件数］［測定効果］  

 

実証実験の際に業務担当者に対し定性効果のアンケートを実施した結果、改善

効果が大きかった学齢簿や就学援助では回答者全員が_点と回答した設問もあ

った。 
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業務名  定性効果の内容  

効果に対

する市町

の評価点

の平均  

住民基

本台帳  

転入登録時のデータチェック機能が強化されることにより、転入登録がより正確に行える  3.8 

必要な都度、必要な分の区長通知書を出力できるようになることで、紙資料の削減に効果が

ある  
4.0 

転出処理時に滞納がある旨、画面上に自動で通知（表示）されることにより、滞納がある転

出者を漏れなく把握できるようになる  
4.0 

印鑑登

録  

印鑑登録証の交付履歴の紙ベースでの管理が不要となることにより、保管スペースの節約が

可能になる  
4.3 

DV・ス

トーカ

ー  

期限前相談の対象者をシステムで自動抽出可能となることにより、対象者を漏れなく抽出で

きるようになる  
4.0 

住民台帳の閲覧リストへのマスキング漏れが防止されることにより、住民情報の漏洩の危険

性が低減する  
3.8 

選挙  

二重登録の疑いがある住民をシステムで自動抽出可能となることにより、対象者をより正確

に抽出できるようになる  
3.7 

選挙人名簿を最新の住基データで作成できるため、選挙人名簿の手修正等に伴う修正ミスの

低減など、業務の正確性や効率性が向上する  
4.1 

入場整理券の引き抜き作業が最小限におさえられることにより、入場整理券を作成してから

住民に発送するまでに必要な業務量が軽減する  
3.8 

学齢簿  

入学案内と学齢簿で宛先が異なるケースがなくなることで、送付対象者へより正確かつ効率

的に入学案内を送付することができるようになる  
5.0 

健康診断の案内をシステムから最新データで出力できることにより、住民への送付の前に行

う学齢簿との確認作業がより正確かつ効率的にできるようになる  
4.3 

入学案内をシステムから最新データで出力できることにより、住民への送付の前に行う学齢

簿との確認作業がより正確かつ効率的にできるようになる  
4.3 

各組織での学齢簿の変更内容の手書き対応が不要となることにより、学齢簿の修正がより正

確かつ効率的にできるようになる  
4.8 

住民の異動登録を行うと、その異動データが即座に学齢簿データにも反映されるため、常に

最新の学齢簿を確認できるようになることで、教育委員会ならびに小中学校の業務が便利に

なる  

5.0 

就学援

助  

関係各課での情報共有がシステム上で可能になることで、関係各組織の業務が便利になる  5.0 

支給実績がシステム上で管理可能となり、データへのアクセス権が制限 /管理可能となるこ

とにより、住民情報の漏洩の危険性が低減する  
4.0 

個人住

民税  

給報データのシステムへの取り込み、ならびに給報提出依頼に印字されたバーコードを読み

取ることでの受付状況管理ができるようになることで、給報の登録、受付管理が便利になる  
4.5 

年金支払情報や年金特別徴収の対象者のデータをシステムに直接、取り込むことができるよ

うになることで、入力誤り等によるエラーデータの確認負担が軽減する  
3.2 

各種賦課資料の登録内容のエラーチェックが画面上で行えて、そのまま修正画面へ遷移でき

ることで、入力作業がより正確に行えるようになる  
4.2 

無申告の疑いがある住民をシステムで抽出できることにより、漏れなく対象者を把握できる

ようになる  
4.5 

法人住

民税  

未申告と思われる法人をシステム上で抽出できることで、未申告法人の把握がより正確に行

えるようになる  
4.7 

延滞金をシステムで計算できるようになることで、従来よりも延滞金の計算ノウハウを習得

する負担が軽減する  
4.7 

法人収

納  

納入金額の過不足がシステム上で計算可能となることにより、より正確に過不足を確認でき

るようになる  
4.5 

消込処理がシステム上で実施可能となることで、消込処理をより正確に行うことができるよ

うになる  
4.2 

未納法人をシステム上で抽出できるようになることで、未納法人を漏れなく把握できるよう

になる  
4.5 

欠損処理を（ひとつの）システム上で一連の流れとして処理できるようになることで、従来

よりも欠損処理の実施ルールを習得する負担が軽減する  
4.0 
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表 4.31 定性効果の評価表  

 

3) 定性効果の評価得点の分布 

住民サービス向上においては_割以上の定性効果に対して_点（便利になっ

た）の評価を得ており、_点（どちらかといえば便利になった）も含めると、全

体で割近くにのぼっている。業務効率化において_点（便利になった）の割合だ

けで半数以上をしめており、多くの定性効果において顕著な効果が発揮されて

いることがうかがえる。 

業務名  定性効果の内容  

効果に対

する市町の

評価点の

平均  

固定資

産税  

登記済通知の電子データをシステムに取り込みできるようになった場合、入力誤り等の確認作業が軽

減する 4.2 

予算書作成のために必要な情報を収集しやすくなることで、予算書を作成するためのノウハウ等を習得

する負担が軽減する 3.8 

総評価見込書をシステムから出力可能となることにより、総評価見込書の作成のために必要としていた

ノウハウの習得負担が軽減する 4.0 

国保賦

課  

減免の年次更新がシステム上で行えることにより、減免計算がより正確に行えるようになる  4.5 

未申告者が自動抽出できることにより、未申告者をより正確に把握できるようになる  4.7 

賦課税額試算が自動計算できることにより、試算をより正確に行えるようになる  4.2 

所得照会の回答内容を電子データで取り込めることにより、回答内容をより正確に登録 /管理できるよう

になる 4.8 

国保資

格  

短期証の発行管理がシステム上で行えることで、発行履歴の管理がより正確に行えるようになる  4.5 

短期証の有効期限に、条件に応じた日付が初期表示されることで、有効期限の入力誤りが低減される  4.7 

退職勧奨者対象一覧のエクセルへの入力作業が不要となった場合、退職勧奨者の管理がより正確に

行えるようになる 4.8 

住所地特例情報の管理がシステム上で可能となり、データへのアクセス権が制限 /管理可能となること

により、住民情報の漏洩の危険性が低減する  4.2 

異動入力時のデータチェック機能が強化されることにより、異動入力がより正確に行えるようになる  4.7 

国保給

付  

国保連合会のシステムではなく、次期システム上でレセプト情報を確認できることにより、レセプト情報の

確認業務が便利になる 3.9 

システム上で高額償還リストのデータを確認できることにより、高額償還リスト作成をはじめ、高額支給

業務がより正確に行えるようになる 3.7 

療養費や葬祭費、出産一時金などの支給情報がシステム上で管理可能となることで、支給情報をより

正確に管理できるようになる 4.4 

システム上で特定疾病療養受療証交付申請書台帳を発行し、その発行履歴等も管理可能となること

で、特定疾病療養受療証交付申請書台帳の発行管理がより正確に行えるようになる  4.8 
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図 4.39 住民サービス、業務効率化における定性的効果点の分布  

4）各業務におけるその他の意見 

各業務にかかる全般的な意見として、紙台帳や手作業での管理が軽減する点

や、これに伴う業務ミスの低減による事務処理の正確性向上について、評価を

得ている。また、学齢簿、就学援助、法人収納については、高い導入意向がみ

られる。特に学齢簿や就学援助は、住民基本台帳の宛名データを多用する業務

であるが、システム化によりデータ連携が強化され、業務効率化に大きく貢献

することが、このような導入意向につながっている。 

(4) 改善事例の紹介 

以下、BPR による主な改善事例を示す。なお、ここに示す削減時間が、実証実

験による測定値となっている。 

 

表 4.32 主な BPR 事例  
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１） BPR の改善事例１ 

 

従来は、窓口で転出処理を行う際に、滞納有無にかかわらず収納状況確認を

行うため、時間がかかったり、業務連絡のため、紙を打ち出して綴っていたが、

次期モデルでは滞納のチェックや除印票をシステムで照会できるようになるた

め、収納担当組織への確認や除印票綴りに綴る作業がなくなる。  

    

 

図 4.40 住民基本台帳 (転出 )の事例［件 /分］  

 

 

表 4.33 住民基本台帳 (転出 )の事例効果［分 /年］  
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2） BPRの改善事例2 

従来は、就学援助認定審議を行うため、各種情報の収集を紙で依頼していた

が、次期(標準)モデルでは個人情報収集の本人同意を得て、必要な情報のみ、

権限がある職員が確認可能となる。「紙」から「電子データ」による情報連携

を実現した。 

 

   

 

図 4.41 就学援助 (認定審議 )の事例［件 /分］  

 

 

表 4.34 就学援助 (審議 )の事例効果［分 /年］  
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3） BPRの改善事例3 

従来は、特別徴収義務者から返送された総括表の内容を確認し、手作業によ

り返送管理を行っていた。次期(標準)モデルにおいては、事業所ごとに課税年

度、指定番号をバーコードとして総括表に印字する。総括表が特別徴収義務者

から返送されたら、そのバーコードを読み取り、どの特別徴収義務者からいつ

返送があったかを管理し、手作業の負担を軽減する。 

 

 

図 4.42 個人住民税 (バーコード受付管理 )の事例［件 /分］  

 

 

 
 

表 4.35 個人住民税 (バーコード受付管理 )の事例効果［分 /年］  

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

4） BPRの改善事例4 

従来は、特別徴収義務者から返送された総括表の内容を確認し、手作業によ

り返送管理を行っていた。次期(標準)モデルにおいては、事業所ごとに課税年

度、指定番号をバーコードとして総括表に印字する。総括表が特別徴収義務者

から返送されたら、そのバーコードを読み取り、どの特別徴収義務者からいつ

返送があったかを管理し、手作業の負担を軽減する。 

 

 

 
 

図 4.43 固定資産税 (法務局の連携 )の事例［件 /分］  

 

 
 

表 4.36 固定資産税 (法務局の連携 )の事例効果［分 /年］  
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5） BPRの改善事例5 

従来は、前住所地への所得照会は所得照会表（紙資料）で実施していた。 

次期モデルにおいては、データ連携基盤を利用して、前住所地への所得照会を

データで実施するようになった。（但し、クラウド参加自治体に限る）データ

による所得照会を実現することにより、二重入力や封入封緘の手作業、郵送費

用の削減が実現された。また、紙削減の副次的な効果も期待される。 

 

 
 

国保賦課（所得照会管理）の事例（分/件) 

 

 

図 4.44 国保賦課 (所得照会管理 )の事例［件 /分］  
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6） BPRの改善事例6 

従来は、該当世帯員の所得情報を課税台帳から調査し、その情報を元に国保

税額を手計算していたため、計算に時間がかかっていた。次期(標準)モデルに

おいては、税額試算機能がシステム化され、住民の問合せに対して、正確かつ

迅速に対応することが可能となった。 

 

 
 

表 4.37 国保賦課 (所得照会管理 )の事例効果［分 /年］  

 

 
 

図 4.45 国保賦課 (国保税額試算 )の事例［件 /分］  
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7） BPRの改善事例7 

従来は、国保担当は電算センターに国民健康保険証を取りに行ったり、封入

封緘の作業を行っていた。次期(標準)モデルにおいては、国保担当は国民健康

保険証印刷用データを封入封緘の外部委託先に転送し、封入封緘が終わった保

険証を郵送する。封入封緘作業のスペースや手間が省かれ、職員がもっと業務

に集中可能な環境となる。 

 

 
 

図 4.46 国保資格 (保険証封入封緘の外部委託 )の事例［件 /分］  

 

 
 

表 4.39 国保資格 (保険証封入封緘の外部委託 )の事例効果［分 /年］  

 

 

4.2.2.3. BPR 実施結果のまとめ 

 

(1) 住民サービス向上 

住民が役所に来て一定の事務手続の後、何らかの交付や説明を受ける 19 プロセ

スを対象に、住民の手続き（待ち時間）の時間削減を測定・算出したところ、
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31％の削減となった。また、住民データの共有情報の拡大により、問い合わせ

等に正確に対応できる、住民サービスの正確性が向上するなどの定性効果がみ

られ、住民満足度の向上にも寄与するといえる。IaaS 提供事業者が提供してい

る各種サービスの利用は、使用者への負荷（労力、コスト）を増すことなく、

安全性・信頼性の向上に大きく貢献することが明らかとなっており、自治体の

基幹系システムにおいても多様なサービスが充分に利用可能と判断できる。特

に広域災害対策は自前で構築する場合に比べ、低コストで、充分な利便性があ

ることが分かった。 

 

       図 4.47 住民サービス向上に関する成果のまとめ  

 

(2) 業務の効率化 

業務効率化においては、全体で30％の業務時間の削減となった。また、「誤

り・ミスの防止」「異なる部署間における情報連携の強化」「複雑な作業のシ

ステム化による業務難易度の軽減」「処理の自由度の向上」「セキュリティレ

ベルの向上」「電子データ化によるスペースの節約／紙の削減」「アウトソー

スの活用」についても効果が示されており、職員の業務の質の向上に寄与する

ものと思われる。 
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図 4.48 業務効率化に関する成果のまとめ  

 

(3) 抜本的なコスト削減 

業務効率化を「行政コストの削減」として考えると、10年間で約10億_千万

円規模になると予測される。なお、金額換算に用いた職員単価は、参加_市町の

「平成21年度給与・定員管理の公表」より、一人当たりの給与を時給換算した

平均「3,200円（3,191円を四捨五入）」を用いた。 

なお、業務効率化効果（削減時間）を算出するに当たり、実証実験の測定対象

業務については、「現状の時間」と「次期システムの時間」の差分から削減時

間を算出し、測定対象外の業務については、実証実験の結果から求めた測定市

町の削減時間に、実施していないアクティビティや既に同様のシステムが導入

されている場合には効果の対象から外すという「測定市町との業務の差異によ 

る補正」と「測定市町との人口比率」を乗じて、該当市町の削減時間を算出し

た。 
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表 4.40 行政コスト削減効果  

 

(4) 考察と予測 

本事業のまとめとして、効果の要因に関する考察、佐賀県下20市町に利用が

拡大した場合の効果予測を行った。 

 

1) 効果の要因 

住民サービス向上、業務効率化の要因としては「BPR を伴ったアプリケーシ

ョン開発」を行ったことが大きかったといえる。 

 

① BPR を伴ったアプリケーション開発 

本実証事業では、BPR（業務分析）を行った結果を踏まえてシステム開発を

行ったことで、より多くの課題を発見し、効果を生み出すアプリケーションを

開発することができた。BPR による改善効果のインプットを「市町担当者から

の意見による削減時間」「受託事業者の既存ノウハウによる削減時間」「業務

フローから発見した改善提案による削減時間」に分類してみたところ、「業務

フローから発見した改善提案に削減時間」が最も多かった。こうした改善効果

は、BPR の中で現状の業務フローを作り、自治体の課題を把握したからこそ、

得られたものといえる。 
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図 4.49 BPR における改善策の発案元  

 

2) 20市町に拡大した場合の効果予測 

住民サービス向上と業務効率化効果における県下20市町に拡大した場合の

効果の算出は、参加6市町と、それ以外の14市町に分けて考えることができる。

参加6市町の効果については、前節で算出した数値を利用する。一方、杵藤6市

町以外の14市町については、杵藤地区と同じ業務プロセスで同様な課題が出て

いると仮定し、実証実験の結果からもとめた測定市町の削減時間に、業務量の

違いを表す「測定市町との人口比率」を乗じて、該当市町の削減時間を算出し

た。 

図 4.50 20 市町に拡大した場合効果予測方法 (住民サービス・業務効率化 ) 

 

① 20市町利用時の住民サービス向上・業務効率化 

県下20市町に拡大した場合の効果予測の結果、年間の合計では住民サービス

向上効果が12,545時間、業務効率化効果が181,473時間になった。なお、実証実
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験対象外市町は「測定市町との人口比率」により算出したものである。 

 

表 4.41 県下 20 市町の効果予測 (住民サービス向上効果・業務効率化効果 ) 

 

② 20市町利用時の行政コスト削減効果（参考） 

前項までの予測を踏まえ、県下20市町に拡大した場合の行政コスト削減効果を

算出したところ、10年間の合計で約58億円にのぼることがわかった。 Ⅰ

 

表 4.42 県下 20 市町に 20 市町に拡大した場合の行政コスト (業務効率化 )の削

減効果  

 

4.2.3. 瀬戸内市 BPR コンサルティング事例 

4.2.3.1. 瀬戸内市 BPR の概要  

16 年 11 月 1 日に牛窓町、邑久町、長船町が合併して「瀬戸内市」が誕生し

てから、瀬戸内市として健全な運営を維持するため、将来の財政規模に見合っ

た姿を模索し、“公の施設の民営化及び指定管理者制度の推進”、“機構組織の見

直し”、“事務事業の見直し”、“情報システムの最適化”など行政のスリム化に

積極的に取り組み、健全な財政運営を目指し改革を推進してきた。 

しかしながら、地方分権の進展や社会情勢の変化に伴う行政需要の増大・多様

化、長引く景気低迷による危機的な財政状況等により、行政には限られた経営

資源をより効果的・効率的に配分して、迅速かつ最大の成果が上げられるよう

に事業を運営していくことが更に求められているところである。 

このような要請のもと、瀬戸内市では、少子高齢化社会の到来、住民ニーズの

高度化・多様化など、近年の社会経済情勢の大きな変化に伴い、地方を取り巻
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く財政環境は一層厳しくなっている。 瀬戸内では、平成 18 年 3 月に「瀬戸内

市行政改革大綱」、同年 4 月に「瀬戸内市集中改革プラン」を策定し、市の役割

を整理・重点化したうえで、従来からの民間委託の推進、組織機構の見直し等

を断行するため、事務事業のシステム化やＩＣＴの利活用を含めた電子自治体

の推進することを重点項目の柱として位置付け、事業の成果や市民満足度を重

視する経営的視点に立った自治体運営への移行を進める取り組みを行っている。

瀬戸内市の事例は平成の大合併により、合併された自治体が本来合併する理由

でもあった、規模の経済の原理の夜業務処理の効率化、重複投資の排除等を図

るためにこれまでの取り組みに加えて、業務プロセスを改善・再構築すること

によって、職員数減少に対応できる業務体制を再構築するとともに、市民サー

ビスの向上及び職場環境の改善を図ろうとするものである。  

 

(1) BPR の目的 

本事業におけるBPR では浦添市や佐賀県自治体クラウドと同様、一般的な業務プ

ロセスを「見える化」し、利用する職員及びサービスを受ける住民の目線に立って、

職員側面では「市の業務全般を対象とした業務改革および市電算システムの最適化

の実現」及び市民側面では「市民へサービスを向上させる」改善点の検討及び協議

を行い、その結果を情報システムに反映させ、住民サービス向上や業務効率化を図

っていくことを目的としている。また、合併された自治体が抱えている根本的な問

題、すなわち、合併前の組織体制や業務体制から合併後でもそのまま温存し、合併

の利点を生かせない等、単純な統合ではなく、より抜本的な組織再編や業務分担が

必要となる為、それらの為の基礎資料として正確に部署別の業務量や職員の業務量

を正確に測り、それらを最適化して、最適化された業務フローや組織体制に適合す

る情報システムを構築する必要があった。 

 

(2) 業務改革及び情報システム最適化の実施内容 

1) 推進全盤の流れ 

本事業の目的が「市役所の業務全般を対象とした業務改革および電算システ

ム最適化の実現」であることから、本事業の目的を達成するためには、段階的

な事業推進が必要であり、段階を分けて推進することとなった。 

図 4.51 は市が進める業務改革、電算最適化、IT ガバナンスの確立について、

時系列的に行うべきプロセスを整理したものである 
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図 4.51 最適化推進全般の流れ 

2)業務改革の推進手法 

改善課題を導き出すために事業推進方向立案、業務フロー、組織、コスト、

制度等を調査・分析し、問題点及び要求事項把握を明らかにした上で、改善目

標/方向確立と改善課題導き出す。 

① 現状業務の調査・分析内容 

 

図 4.52 現行業務調査分析の流れ 
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各段階ことに行うべき主な作業内容 

 

ⅰ推進方向立案; 業務改革で何を実現するか方向性を定義 

ⅱ業務分析；庁内全ての業務について業務流れと問題点及び要求事項を分析 

ⅲ組織分析；職員様(正・嘱託・臨時)の作業負荷軽減のために作業内容人員配置な

どを分析  

ⅳコスト分析；コスト削減のために重複投資などの無駄なコストの洗い出す 

ⅴ制度・条例分析；市民サービス向上に障壁となっている制度などを分析 

ⅵ先進事例分析；トレンドや事前に定めた事業テーマを元に先進事例を調査   

調査結果を職員様と共有 

ⅶ改善モデル妥当性検討；現行業務における課題改善策を類型分析（廃止、統 

合など）職員様から提示された要求事項に対する妥当性の検討 

ⅷ改善課題定義；分野別のポイントおよび主たる改善課題を定義、課題改善に

向けた方向性の定義、現状の課題（業務分析結果）および改善方向を原課職員

様と共有 

 

② 業務の現状調査・分析手順 

現状分析は、現行業務の非効率的な側面を抽出し、効率の高い業務へ移行する

ための調査段階となります。 

 

● 現状調査・分析手順 

A) 事務事業調査票の作成 

B) 事務事業調査票を分析；主に年間処理件数と件別処理時間が長いもの

を優先的にピックアップ 

C) ピックアップされた内容を元に職員に対して詳細なインタビュー実施 

D) インタビュー中に入手した、職員の改善要望事項や問題点などを取り

まとめる 

E) 効率性やコストぱふぉまんすの観点から問題、課題を確定し、改善対

象を確定する 

 

● 分析ポイント 

A) 処理時間が多くかかっているプロセス  

B) 手作業のプロセス（excel, access 作業含む）  
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C) 当該部署内または他部署と重複するプロセス  

D) 他部署と情報連携を必要とするプロセス  

E) 添付書類を要するプロセス  

F) 紙中心の業務設計 など 

 

②  現行業務分析範囲 

グループ名 回収シート数 

総務グループ 456 シート 

住民グループ 822 シート 

保健福祉グループ 809 シート 

教育グループ 300 シート 

産業施設グループ 357 シート 

消防グループ 119 シート 

税グループ 151 シート 

表 4.43 部署別回収シート数 

 

また、グループ別の所属部署は表 4.44 に示す 

区分 対象組織 

総務グループ 議会事務局,監査委員事務局 ,出納室 ,総務課 ,契約管

財課 ,地域安全推進室 ,経営企画課 ,まちづくり推進

課,錦海プロジェクト推進課 

住民グループ 市民課、生活環境課 

税グループ 税務課、収納推進課 

保健・福祉グループ 福祉課、子育て支援課、いきいき長寿課、健康づくり

推進課 

教育グループ 総務学務課、社会教育課 

産業建設グループ 建築課、産業振興課、農業委員会事務局、企業立地課、

下水道業務課、下水道工務課、下水道施設課、上水道

業務課、上水道施設課 

消防グループ 総務課、警防課、予防課、通信指令室 

表 4.44 グループ別所属部署 
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図 4.53 事務事業調査票 

事務事業調査票について  

 

上記のグループから全部 3,014 シートを受領して、グループごとにコンサルタ

ント 7 名が事前分析を行い、必要な部分に関してはコンサルタントと担当部門

職員に対して、ヒアリングを行った後、現行のプロセス問題点などを洗い出し

を実施。 

 

③  分析結果の主な問題点 

現状調査結果から見えて来た全庁的な問題と課題を取り上げて整理した結

果、次のような結果が得られ、それらをテーマことに整理すると以下の５つの

大テーマに集約された。 

 

大テーマ 問題 課題 

組織・制度の見直し 各組織の使命や目的が明確に

定められていないことが起因

して、各組織の機能や役割と

■本庁・支所の役割明確

化：両者の機能を刷新し、

役割と責任、業務範囲を
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責任があいまいであることか

ら、部門間で衝突が起きてい

る 

明確化 

■業務委託の推進（広報

活動,印刷業務などのア

ウトソーシング）：民間等

への委託によるスリム

化、市立保育園などの民

営化 

■組織内部コミュニティ

の強化：本庁のマニュア

ルによる支所との情報共

有及び職員グループウェ

アの改善と活用 

事務事業の見直し 業務用システムに依存しない

業務においても多くの非効率

な業務が存在している 

■瀬戸内市様の行政・業

務改革を強化（PDCA） 

■ワーキンググループに

よる自主的な事務事業改

善活動 

■事務事業調査票の積極

的な活用 

現行システムの刷

新 

基幹系及び内部情報系のシス

テム間で情報連携ができてい

ない。それに伴い、業務プロ

セスが長期化され、非効率的

に行われている 

■基幹系及び内部情報系

業務のシステム刷新： 

住記、税、国保、福祉、

財務、人事・給与業務及

び起案・決裁、文書管理

等の業務刷新と外部及び

内部関連間の業務システ

ムとの情報共有、基幹シ

ステムと内部の個別シス

テムの連係強化 

職員能力の向上 仕事のやり方、システムなど

を熟知しておらず、業務プロ

セスが長くなってしまい、効

■職員研修の刷新：行政

実務以外に教養知識を強

化し仕事の仕方を向上 
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率的な業務達成がまだされて

いない。又、円滑な業務の引

継ぎがされていないため、ノ

ウハウ共有ができない 

■支所の地域風土の考慮

した職員及び有職者の配

置：業務引継ぎのマニュ

アル化 

■業務の可視化：業務マ

ニュアルによる業務の一

定品質の確保 

セキュリティ強化 特に外部媒体（USB,CD,移動式

メモリなど）を多く利用して

いるが、個人情報保護のため

に、下記のセキュリティ対策

や管理対策は導入されていな

い 

■セキュリティ管理対策

の実施：データ暗号化ニ

ュアル化、ウィルス対策

機能の導入、全庁的なセ

キュリティ教育実施 

表 4.45 分析結果による主な問題点 

 

 

④  各グループの問題点を組織・制度的な側面や、業務面、システムによ

る問題点などを課題と推定されたプロセス数でまとめると次のような結果が得

られたのである 

 

区分 組織・制度側面 業務側面 システム側面 合計 

総務グループ 17 5 5 27 

住民グループ 15 23 41 79 

税グループ 2 4 21 27 

保健福祉グループ 10 14 14 38 

教育グループ 5 27 10 42 

産業建設グループ 17 15 10 42 

消防グループ 11 6 2 19 

合計 77 94 103 274 

      表 4.46 部署別、要因別 課題プロセス数 
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● 住民グループの問題例 

 部署名 区分 総計 

組織・制度 業務のやり方 システム 

市民課/市民係 3 4 7 14 

市民課/国保年金係 2 4 14 20 

市民課/医療費給付係 4 3 7 14 

生活環境課  1 1 2 

牛窓支所 2 6 6 14 

長船支所 3 4 3 10 

出張所(裳掛) 1 1 3 5 

総計 15 23 41 79 

表 4.49 住民グループの問題例 

 

表 4.49 に見える住民グループの問題特徴を分析してみると、住民グループ

より抽出された問題は総 79 件で、「組織・制度」側面の問題が 15 件（19％）、

「業務のやり方」が 23 件（29％）、「システム」の問題が 41 件（52％）を占め

ている 

住民グループを構成する各係と支所・出張所の業務は主に本行政業務を根幹に

なる住民サービス系であり、支所と本庁、市民課及び税務課の基幹システムの

住民情報及び税情報が市民課の各係とのシステム間の連携がされていないため、

情報システムによる問題の比重が高いと推定できる。一方業務のやり方側面か

らの問題は、本庁と支所の業務役割分担と関連部署との手作業及び相談業務が

曖昧な点が見受けられており、業務のやり方を改善する必要があるという問題

が多い。 

 

⑤   解決方案のまとめ 

以上の分析結果を元にどのような手段を用いて改善に臨むべきかについて、

整理してみると表 4.50 に定義した通りになる 

 

解決方案 総務 住民 税 保健福祉 教育 産業建設 消防 合計 

既存システムの改善 3 42 17 23 26 12 1 124 

事務分掌の改善 8 24 3 12 5 3 13 68 
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組織・制度の改善 3 9 1 9 4 13 1 40 

データ連携 
 

10 4 7 
 

2 1 24 

IT ガバナンスの確立 5 2 1 6 
 

4 
 

18 

職員教育 2 5 1 2 
 

7 1 18 

アウトソーシング実施 2 
  

2 6 6 1 17 

新規システムの導入 2 7 2 1 
 

1 3 16 

住民サービス向上 6 8 
     

14 

合計 31 107 29 62 41 48 21 339 

      表 4.48 部署別改善方案の分類  

 

更に、本庁側住民グループの問題を解決するために、その手段として 18 件の解

決方針を導き出すことができる。その中で、赤字で表記されている「システム

の改善」、「データ連携の確立」、「組織（業務分掌）の再定義」、「関連機関との

連携強化」、「制度の見直し」が多数の問題の改善策となると結論を出した。 
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図 4.54 解決テーマと問題区分の相関関係 
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(3) 情報システムの現状調査・分析 

システムの現況の棚卸を目的にシステムの現状調査を実施した。調査内容、調

査手法は以下の通りである。  

1) 調査手法及び内容 

システムの現況の棚卸を目的にシステムの現状調査を実施、調査内容、調査手

法は以下の通りである。 

 

文献分析 

既存使用を元に調査分析；市役所側が浮遊しているシステム関連契約書、シス

テム設計書などを元にいつどのようなシステムが導入され、現場ではどのよう

に使われているかを文献ベース調査 

 

アンケート調査 

既存のシステムを利用している各部門のユーザーに対して、システム仕様に関

する満足度や改善要望について、アンケート形式で調査を実施 

 

ヒアリング調査 

文献分析やアンケート調査などから見えてくる問題点について、最終的には現

場の担当者とインタビューを通じて、調査分析内容の精度を上げる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

システムの現状調査の内容は大きく以下の 3 つとなります 

 

調査項目 調査概要 調査手法 

システム調査 現状分析及び電算の最適化方針を

立案するために、システムの概

要・環境・コスト等を調査 

●既存資料調査 

●アンケート調査 

●ヒアリング調査 

端末・ 

周辺機器調査 

各システムを利用するための端

末、周辺機器の状況を調査します。  

調査内容は、製品名、OS、アプリ

ケーション、導入時期、設置場所、

利用者、利用システム、費用が対

象となります 

●既存資料調査 

●アンケート調査 

●ヒアリング調査 

ネ ッ ト ワ ー ク

調査 

ネットワークの現状を調査しま

す。  

調査内容は、論理ネットワーク構

成図（原課設置のハブも含めロケ

ーションを考慮したもの）、使用・

空きポート数、ネットワーク機器

の製品名、導入時期、設置場所、

費用等が対象となります 

●既存資料調査 

●アンケート調査 

 

表 4.49 システムの現状調査 

 

2)分析ポイント 

① システムの分類定義と仕分け；分析対象となるシステムを「業務の対象（誰

を対象とした業務か）」、「利用者」、「業務の関係性」、「利用ネットワーク」など

から分類を定義し、システムの仕分けを行った。それにより、分類別の検討を

行うことが可能となり、検討時の論点や課題が明確化する 

 

② リース期限・サポート期限；現状把握・分析後、電算システム最適化の方

針を立案する為に、電算システム最適化の方針（ロードマップ）を策定するに

あたり、リース期限、および、製品のサポート期限を明らかにする必要がある。

リース期限は、市のシステム投資を最大限に活用（リース満了）した状態でシ

ステムを更新するために最適な構築時期はいつかを明らかにする必要があり、
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また、サポート期限は、サポート期限が切れたシステムを利用することで負う

市のリスク（損害）をできる限り回避するために非常に重要な指標となる 

③ 業務の関連性；業務の関係性を無視し、リース期限等だけで計画を立案す

ると、過渡期の運用（旧システムと新システムとのデータ連携）が発生し、重

複投資によるコスト増、煩雑な業務運用やシステム運用が発生することが懸念

されるため、各システムの関係性を明らかにする 

④ コスト；システム別に何にいくら払っているかを明らかにし、高負担とな

っているものが無いか、費用としては、一般的な範囲に収まっているかどうか

を明らかにする。なお、取りまとめた現行システム費用は、情報化推進計画策

定時、費用対効果を検証するための元資料として活用する。 

 

1) 導入(利用中)のシステム 

現在、瀬戸内市では、現在大小合わせて 123 のシステムならびにアプリケーシ

ョンが稼働中。 

● システムの導入形態 

瀬戸内市に導入されているシステムの導入形態の内訳 

導入形態 ASP 購入 リース 一部 

購入 

一部 

リース 

一部 

購入 

一部

ASP 

その他 不明 

システム数 57 42 3 1 2 12 6 

● 導入時期 

瀬戸内市に導入されているシステムの導入時期（稼働後の年数）の内訳は導入 

年数 1 年

未満 

1 年以

上 

2 年未

満 

2 年以

上 

3 年未

満 

3 年以上 

4 年未満 

4 年以上 

5 年未満 

5 年以上 不明 

システム数 ２２ ４６ １１ ７ ７ ２０ １０ 

● 稼働 OS 

Win2000 

Srv 

Win2003 

Srv 

Win2008 

Srv 

Win2000 WinXP Win7 非公

開 

不明 未回

答 

２ ７ ５１ １ ５ １ ４ ５ ４６ 
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● 課題等 

問題・課題 影響 解決の方向性 

Windows 2000 Server な

らびに Windows2000 を採

用しているシステムがあ

る。 

■不具合があった時にメ

ーカ（MS)のサポート提供

を受けることができない 

■セキュリティパッチが

メーカから提供されない

状態で使い続けており、

セキュリティ上のリスク

が非常に高い 

【農業関係】 

来年度更新予定のため、

その事業を推進する  

学校図書館  

学校図書館システムの更

新を行う 

Windows Server 2003 の

サーバ機器がある。（メー

カサポート期限は、2015

年(H26 年)7 月まで） 

期限までに上位 OS に移

行しないと 

■不具合があった時にメ

ーカ（MS)のサポート提供

を受けることができない 

■セキュリティパッチが

メーカから提供されない

状態で使い続けており、

セキュリティ上のリスク

が非常に高い 

Windows Server 2003 以

降の OS に対応可能か確

認し、対応可能な場合は、

機器更新のみも視野に入

れたシステム更新の検

討、準備を行う。対応不

可の場合はシステム全体

の更新を計画する 

表 4.50 システムの関連課題 

 

5) ドキュメントの状況及び課題等のまとめ例 

 

●現状；ほぼ全てのシステムにおいて操作マニュアル以外、設計書など必要な

ドキュメント納品がされていない。 

●課題等 

問題・課題 影響 解決の方向性 

業務を行うために必要な

システムの操作マニュア

ルは整備されているが、シ

①  ウィルス感染の可

能性がある。  

②  セキュリティ上の

【新規導入システム】 

システムを維持管理する

上で職員が実施しなけれ



119 

 

ステムを維持管理する上

で職員が行う操作につい

て手順書が整備されてい

ない。  

・ウィルスパターンファイ

ルの更新手順  

・セキュリティパッチ適用

手順  

・バックアップ取得手順  

・サーバの起動・停止手順  

脅威を防ぐことが

できない。  

③  バックアップが取

得されず、障害時

データを復旧でき

ない。  

④  システムを安全に

起動・停止できな

い。  

ばいけない操作は全て手

順 書 と し て 整 備 を さ せ

る。  

【既存システム】 

サーバの起動・停止以外

の手順のうち、職員が実

施する必要があるものに

ついてはその手順書を整

備する。  

システムの構成管理に必

要なドキュメント類が整

備されていない。  

・構成図  

・機器一覧  

・設計書（設定内容を示す

もの）  

等  

①  システムに変更を

加える際の影響等

を把握することが

できない。  

②  端末・サーバ等の

資産（機器そのも

のだけではなく、

ライセンス、IP 等

の資産も含む）を

管理できない。  

【新規導入システム】 

各種ドキュメントを成果

物に含める。【既存システ

ム】 

必要となる管理ドキュメ

ントの整備※ 1 をする。  

表 4.51 ドキュメント関連課題 

 

 

6)  システム関連の契約・費用等について 

● 分析の観点 

 原課から受領した契約書等について主に以下の観点で分析を行い、契約・費

用に関する課題の抽出を行った後、次の観点から問題点をチェック  

1. 過剰な費用負担を実施していないか  

2. システム関連の契約書として妥当なものになっているか  

3. 費用の削減が検討できるものがないかどうか  

 

● 全盤的な課題等(契約単位側面) 
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契約書の約款、仕様書を確認した結果、市のシステム関連の契約全般に関す

る課題・問題点を以下に示す。 

 

●契約単位として現状は事務上の便宜を図るために、性格が違う案件に対して

複数の契約を一つにまとめる傾向が強い。 

 

今後は、購入するもの・委託する内容に応じて契約を締結する必要がある。  

また、システムの導入に関する委託契約と物品の購入に関する委託契約に分け

る必要があり、物品の購入の場合には、賃貸借契約、システムの改修・変更に

関する委託契約、システムの保守に関する委託契約、システム（業務）の運用

に関する委託契約などに分けるべきである 

 

●影響等(契約単位側面) 

事業者が負う責務（約款）や作業内容（仕様書）は、契約の単位別に異なる

はずだが、複数の内容を 1 本で契約している。（例：システム改修、保守、運用

に関する委託が 1 本の契約となっている。賃貸借契約と保守契約が 1 本の契約

となっている）、1 本にすることで、契約に係る作業負担へ軽減されているが、

本来負うべき責務や作業内容の一部しか事業者に負わせていない契約があり、

障害等が発生した場合に必要となる保守が提供されず業務ができない。保守は

提供されるが別途費用が発生する。といったトラブルの火種を抱えることにな

っている。  

※ 約款は共通、仕様書に個別の内容を定め契約を 1 本とすることは可能です

が、ただし、現在の契約には、仕様書に具体的な内容を示し契約しているもの

がない 

 

● 全盤的な課題等(契約金額側面) 

①  作業については、一式となっている契約書が多く、物品については物

品毎に定価、提供価格が記載されず全体で値引きされているものが多い。  

また、随意契約となっている物品の値引き額が低い。また、補助金交付がある

事業については、定価のまま購入しているものも見受けられる。 

②  これらは言うまでもなく、費用の明細を明らかにして契約を行う。また、

物品等の場合は、定価（標準価格）と提供価格を物品毎に明記させる。  

金額の交渉を行うなどし、費用負担の軽減に努める必要がある。 
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● 影響等(契約金額側面) 

全体で値引きされると、再リース等を行う時に元となる金額が把握できない。

（業者側の都合で按分される可能性があり、余計な費用負担となる可能性が   

ある）費用負担増となっているが、職員のコスト意識（費用負担の軽減）が低

いままとなる。（補助金事業であっても金額交渉を行うなど常日頃の心がけが重

要） 

 

7)情報システムの課題等について解決の方向性 

本結果に示した費用に関する課題について、経緯や実際の支出負担行為の確

認後、事業者とその内容について調整を行うことで、仮に指摘通りの誤りが発

覚した場合は、費用の返還等を求めることで、一時的な解決が見込める。しか

しながら、費用・契約における課題が発生しているそもそもの原因は、IT ガバ

ナンス調査・分析結果と同様,職員の意識不足（欠如）,職員の IT 等に関するス

キルの不足,庁内の体制・役割が無い。（不明確）,ルールや方針が整備・徹底さ

れていない,そのため、解決に向けた方向性としては、ルールの整備ならびに組

織（体制）整備が必要となる。 

 

(4) IT ガバナンスの現状調査・分析 

1) 目的及び対象 

●目的： 瀬戸内市における IT ガバナンスの現状調査によって瀬戸内市が抱え

る課題を明らかすることを目的とする。抽出した課題は、IT ガバナンスの適正

化に向け、今後、解決策の検討を行うものとする。 

 

●対象：システムに調達に関連する全般的なプロセスを調査・評価対象とする

として、企画・予算化段階、調達段階、構築段階、運用管理段階の 4 段階に分

けて調査を実施。 

 

2)各段階別調査結果 

●企画・予算化段階分析結果 

・事業の企画：特筆すべき問題は見当たらないが、ただ 1 点、事業の企画段階

において、「事業者からの提案」が契機となることがあるが、システムはあくま

でツールである。契機としては想定範囲であるが、事業を企画する際にシステ

ムありきではなく、事業者の提案をきっかけに、市にとって必要な事業となり
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得るか検討を行い、企画できているかその検証が必要と考える。 

 

・導入計画：システム導入のための計画が策定されておらず、また、情報部門

が計画段階で関わるルールとなっていないため、情報部門の視点で、事前検討

が必要な事項等を指摘できていない。そのため、以降の段階(工程）で様々な問

題が発生する可能性が高い。また、事業費を算出するために事業者から見積提

示を受けているが、見積条件や様式（欲しい費用の明細）を明示せず見積依頼

を行っており、受領した見積の比較や過不足の確認等ができていないと推測さ

れる 

  

・予算化：企画から予算要求までの間の情報部門の役割を定めたルールが無い

ため 情報部門の視点で、費用の過不足の確認、工数の妥当性の検証等ができ

ていない。（時点としては、導入計画を承認する時点、予算査定前、予算査定時

のいずれかとなる。）また、計画が策定されていないため、事業の内容や効果を

示す資料が無く、査定時に事業の必要性や妥当性を適切に判断することができ

ていないと思われる 

 

● 調達段階分析結果 

 

・調達方法：調達方法を決めるためのルール（指針）が整備されておらず、原

課判断となっているため、入札ではなく、プロポーザルによって事業者を決定

した方がよいケースも、入札が採用されているケースがあると推測される 

 

・調達仕様書等の作成：調達資料として何を整備する必要があるか、資料に何

を定めなければいけないかといったルール（指針）が整備されていない。調達

資料は、システムに求める要件もさることながら、システムを確実に稼働させ

るために構築時事業者に遵守させるルールや安定的にシステムを運用するため

の保守や運用支援の内容等を定めた資料となる。また、提示した要件をもっと

も満たす事業者を選定にするには、評価基準も重要な資料となる。これらを IT

に関する知識やスキルが情報部門より劣ると思われる原課職員が、情報部門の

支援もなく属人的に作業を行うことは、非常に大きな問題を抱えているといえ

る 
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・評価：評価の際、情報部門が携わるルールとなっていないため、情報部門の

観点から各事業者（提案）に含まれるリスクを評価の段階で予見することがで

きないと推測される 

 

・調達：事業者が優位となる契約を締結しないためには、市として標準的な約

款を整備し、事業者に提示することが必要となるが、約款等の整備がなされて

いない。また、契約に添付される仕様書如何によっても、市側が不利益を被る

こともあるため、仕様書に示すべき事項を定めた指針やルールも整備する必要

がある 

 

●構築段階分析結果 

 

・プロジェクト：プロジェクトを円滑かつ確実に遂行するためには、プロジェ

クト管理の実施が重要であるが、事業者にプロジェクト計画書の提出を求めて

おらず、プロジェクトをどのように遂行するか、進捗や問題・課題等をどのよ

うに管理するか等が不明確なまま、プロジェクトが進行している。そのため、

進捗や問題・課題等を把握することができないため事前に是正等ができず、顕

在化したときは手遅れとなるといったリスクを抱えている。 

 

・要件定義・基本設計：打ち合わせ等で決めた仕様を書面（資料）等を用い、

仕様決定（承認）していないため、職員が実施する試験や最悪の場合稼働後に、

「言った・言わない」、「認識と違う」などの問題が発生し、追加費用の要求や

最悪の場合業務ができないといった問題が発生する可能性がある。 

 

・開発・テスト：事業者がどのように試験を行うか（計画や試験項目表）なら

びに試験結果の報告を受けていないため、引き渡されたシステムを職員が試験

した際、故障（バグ）の発生率が高いなど、余計な負担を強いられる可能性が

ある。 

 

・検収：職員が試験をどのように行うか（計画や試験項目表）ならびに故障等

をどのように管理するか決めずに属人的に試験が行われている。そのため、 「言

った・言わない」、「認識と違う」などの問題が発生し、追加費用の要求や最悪

の場合業務ができないといった問題が発生する可能性がある。また、検収時に
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残件の管理もなされていない。 

 

●運用段階分析結果 

・各種管理；各種管理（問い合わせ、問題課題、変更等）を行うためのル 

ル等が無く、システムが適切に維持管理されていない。  

・保守・運用委託；契約の約款や仕様書に関する雛型が整備されていない。そ

のため、必要な保守・運用支援が提供されない、あるいは、過剰な費用負担と

なっている可能性がある。  

・システムの安全かつ安定的な運用；バックアップやログの取得・運用等、本

来、調達仕様書の要件に定め、構築段階で必要な手順等の確認を行い、運用段

階で手順に則った作業を実施すべきものだが、運用段階以前で適切な対応がと

られていないため、システムによって実装状況が異なっており、問題（障害）

発生時必要な対応が取れない可能性がある。また、セキュリティポリシーは策

定されているが周知・徹底ができていない、セキュリティパッチの適用がなさ

れていないなど、セキュリティ事故発生のリスクを抱えている状態にある。  

●IT ガバナンスの課題原因 

瀬戸内市が抱えている課題の原因は、職員の意識不足、職員の IT 等に関するス

キルの不足、庁内の体制・役割が無い、ルールや方針が整備・徹底されていな

いとの 4 つの要因に帰結される。 

    

 

図 4.55 IT ガバナンスの課題原因 
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●課題解決に向けて 

ルールの整備；整備が必要と考えるルール（方針）等を以下に示す。 

    

 

図 4.56 IT ガバナンス問題解決方案 
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●組織・体制の見直し  

瀬戸内市には全庁的な立場で、情報政策や情報システムの調達から運営まで、

一元的に管理する部署はなく、各現場が主導的にシステム導入や管理などをさ

れ、情報システム部門は実質、システム調達の為の書類作成や手続きなどを手

伝う機能しか持っていない 

   

 

図 4.57 改善課題に対する組織対応 

 

(5)組織機構の見直しについて 

1) 組織機構の見直し検討事項 

組織機構見直しに向けて、組織構造としの「組織」と、その組織を動かす仕

組み（メカニズム）である「機構」とで分けて考えると、以下のテーマを具現
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化していく活動が今後必要。 

 

●組織階層構造の見直しとしては係制度からグループ制度への転換を検討し、

また、・職位・職階のスリム化を検討する必要がある。 

機構の検討としては、事務分掌及びの見直しにおいてグループ制度に伴う分掌

事務の編成を検討、本庁・支所の役割を明示した分掌事務の編成を検討が必要

である。また、目標管理制度を導入して各部門における使命や目標を掲げて業

務を執行していくための仕組みづくりをどのようしていくのかを検討、更に人

事評価制度の見直しとしては目標管理制度の導入と連動した人事評価制度の見

直しをどのような仕組みで運用するかを検討 

 

2) 事務分掌の見直しによる業務移管例 

 

 

図 4.58 事務分掌の見直しによる業務移管例 

 

(6)制度の見直しについて 

1) 制度見直しの必要性 

現状の縦割り行政組織並びに横つながりのない行政業務、手間が多く難しい申

請・手続き、書面主義の条例・規則では電子自治体の推進ができず、条例改正
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等の制度上の手当が必要となる。  

2) 行政手続オンライン化法第 9 条第 1 項では、条例または規則に基づく手続

について必要な措置を講ずること等の地方公共団体の努力義務が規定されてお

り、住民等の利便性の向上及び負担軽減並びに行政運営の簡略・効率化の観点

から積極的な対応が求められている。  

 

● 現状の課題 

 

     図 4.59 制度的な改善課題 

 

● 制度の見直し対応方針  

行政業務及びサービスの電子化は、利用者にとっては機器の導入や新しい電子

手続きの利用方法学習などの負担がかかるため、強い魅力がない限り電子手続

きへの移行は困難であり、必要なのは電子化をきっかけにした制度（条例・規

則・組織・慣行・思い込みなど）の抜本的な見直しと手続きの大幅な簡素化で

ある。  

 

図 4.60 制度の見直し方針 

 

 



129 

 

● 制度の改善例示 

 

図 4.61 制度の改善例示 
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5. 結論 

 

5.1. 研究結果のまとめ 

浦添市、佐賀県、瀬戸内市等の 3 か所の BPR 事例について、多様な観点か

ら多くのことを確認することができた。  

浦添市の場合、既存の情報システムが業務効率化につながっていないことに

対して、ゼロベースから BPR を通じて、改善可能な部分を導きだし、それら

を反映した形の新基幹行政システムを開発することができ、BPR に取り込んだ

目的である市民サービスの向上、職員の業務効率向上やシステム調達・管理運

営コストも削減することができた。  

佐賀県自治体クラウドの実証実験プロジェクトを通しては、浦添市と同様に

個々の自治体別の BPR は勿論のこと、複数の基礎自治体が一つのシステムを

共同利用することによる複数の自治体間システム連携によって、自治体の垣根

を越えて相互の業務効率の向上や市民サービスの向上も確認できた。  

瀬戸内市においては情報システムの改革の以前の問題点として、平成の大合

併の関係で、合併前にそれぞれの自治体で行われた業務に対して合併後の新し

い自治体としての効率的な業務プロセスに統一するのではなく、そのまま温存

させていたり、組織統合や業務分担も積極的に行われていなかったことで、新

たな組織体系での業務分掌、業務処理方法の統一、業務 BPR や新しい仕様に

よる情報システムの開発方向性の提示、そして情報システム調達から管理運営

に至るまでの全過程において適応される IT ガバナンスの再整理を通じて情報

システム調達プロセスも改め、効率的な調達が体系的に行われるように調達プ

ロセスも提示していることを確認できた。  

以上の各自治体別の BPR から見えて来た問題点や検討課題を整理してみると

次のようになる  

一つ目は、そもそも情報化ではなく、電算化 (電算処理 )に留まっている現状が

見えて来た。自治体側の情報システムは、各部門こと (課もしくは部 )に電子計

算機を利用した業務生産性向上の手段として、開発されていたことから、紙と

言う媒体を利用し住民もしくは役所内部で部署別に業務処理を行ってきた部分、

そして、住民と役所内部で各部署を連携する手段として人が動くことを前提と

していた部分が目立つ。そもそも情報化時代に突入している今だからこそ、住

民と役所、役所内部所の間のコミュニケーション手段として非対面、ネットで

つなぐことを前提とし、紙を回していたことをネット上でのデータ交換で行う
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ようにする真の情報化プロセスへの移行が道半端であることがわかる。  

内容 手作業・電算化段階 情報化段階 

処理手段 人 ネットワーク 

媒体 紙(証明書など) データ 

処理範囲 部署内処理 全庁的な処理 

表 5.1 電算化と情報化の違い  

 

図 5.1 BPR の進化段階  

 

図 5.2 自治体基幹行政システムの現状  
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図 5.3 全庁的な統合システムのイメージ  

二つ目は、IT ガバナンスが確立されていないことも大きな問題になっている。

情報システム調達に関するほとんどの自治体は、情報システムの開発などを自

治体側で行うのではなく、ベンダーのパッケージを導入し、パッケージをその

まま使うか、一部修正して使う状況になっており、業務 BPR を遂行してある

べき姿の業務プロセスに変えようとしても、著作権の問題や情報システムに関

する知識の非対称性等の問題から、自治体の意図通りに改修していくことは、

極めて難しい現状である。さらに情報システムを購入ではなく、賃借して使う

ことになっていることから、継続的な改善や利用ができなくなっている。これ

らの問題を解決しない限り、自治体の BPR 取り組みは絵に描いた餅と同じ存

在である。しかし、浦添市、佐賀県自治体クラウド事業では、調達当時にシス

テムの著作権などを一括で購入することになっており、この問題をクリアーし

ている。  

既存方式  新しい方式 (BPR 後 ) 

パッケージに業務を合わせる  BPR 後システムを開発  

レンタル概念 (所有権なし ) 購入概念 (所有権保有 ) 

継続的な改善不可能  継続的な改善可能  

表 5.2 基幹システム調達方式別比較  
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三つ目は、多くの自治体が平成の大合併の後、形だけの統合はされたものの、

吸収された自治体側の職員への配慮など、政治的な理由から統合自治体として

の組織体制、業務分担などがされていない。これらの組織的な統合などを行っ

たうえで情報システム統合を通じて、本当の合併の良さを味わうことができる  

四つ目は、自治体の基幹システムと言うのは概ね他の自治体と共同利用でき

るものですが、国としては自治体システムの共同化は自治体の業務であること

から深く関与しない、自治体としては他の自治体に声をかけて共同利用できる

ほどのリーダーシップがない、ベンダーとしては共同利用が進むことで、市場

が縮小されることから、積極的にならない。以上の理由から、自治体のあるべ

き姿のシステムは、「全庁的な観点で最適なシステム、住民サービス向上最適化

されたシステム、共同利用が可能なシステム」などの要件を持ったシステムで

ある必要があると結論付けた。それらの為にも、上記の 4 つの問題点をクリア

ーするためにも「ビジネスプロシジャーリエンジニアリングによる地方自治体

業務の高効率化」に関する研究が一層進むべきと思います 

 

 

図 5.4 理想形の自治体クラウドのイメージ 
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5.2. 研究の限界と今後の課題 

 

自治体業務におけるBPR のポイントと今後の課題 

 

以上、3つの事例検討では、自治体でのBPR を踏まえてアプリケーション開

発を行うことにより、住民サービス向上と業務効率化に資するシステムを構築

することができた。その成功の要因は、BPR 検討の中で実施した業務フローの

作成にあったとみている。現に、課題の多くがこの業務フローから発見したも

のであり、業務を可視化し、現行業務からの課題把握が容易になったことが、

取りこぼしなく課題を発見でき、より多くの改善提案に繋がったと思われる。

例をあげると、今回のBPR 効果の中には、固定資産税・個人住民税・国保賦課

業務における納税通知書・納付書の封入封緘作業のアウトソーシングという改

善も存在した。画期的な改善を探すだけでなく、上記のような比較的簡易に改

善できる課題を取りこぼしなく発見することも、自治体業務のBPR においては

重要なことだと考える。他方、改善策の実現には、制約事項があったものも少

なくない。特に、別団体・別組織との連携は効果の大きな改善に繋がるものが

多いが、組織毎にシステムが持つID 体系が異なることから、完全なデータ連携

が阻害されるケースが目立った。以下に主な例をあげる。 

 

・法務局からの登記済み通知書のシステム連携を実現したが、外字や住所表記

方法が統一されていないことにより、一致する候補のリストアップにとどまっ

た。法務局と自治体間のコード体系のルール化が実現できれば、システムで同

定処理まで行える可能性がある（固定資産税） 

 

・税務署から送付される申告情報は、紙で保存していたものをイメージ管理す

ることで作業を軽減した。互いにデータ連携するには、ID 体系のルール化が必

要（個人住民税）・関係自治体との国保の所得照会は_市町で実現した。照会対

象市町を増やすには、他自治体とのID 体系のルール化が必要（国保賦課）他団

体・他組織と連携する情報を明確化し、それらの情報に対する共通ID の整備・

ID 体系のルール化の実現が望まれる。 

 

BPR は、確かに最初は大変な作業だが、今回の次期業務フローが次回の現行

業務フローになるように、作成した成果物を繰り返し活用することで、スパイ
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ラル的に改善ができることも見逃せない。また、業務の可視化は、人事異動等

が多い公共分野の特性上、引継ぎにかかる労力の軽減・業務理解度の向上とい

った副次的な効果も大きいと考える。 

 

また、BPRを推進する上での一番多きな所外要因としては、BPRを主導すべき

公務員のICTリテラシーや職務知識の低下、そして現状を変えることで良くなる

ことへの期待よりかは、現状を変えることにより、生じるかもしれないあらゆ

るイレギュラー的なリスクを極力避けたいと言う消極的な業務姿勢が大きいな

障害要因であることが分かった。確かに公務員としては現状を変えてより良い

行政を実現するために努力して成果を上げても、特別なｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞはないものの、

トラブルを起こした際の責任追及は避けられないから、必然的に手動的、保守

的にならざる得ない。公務員がITなどを使って業務効率化につもめなければな

らないように誘導する対策や、公務員に対する職務教育のレベルアップも考慮

しなければならない問題であることも見えて来た。さらに公務員側にIT専門家

がいないことから、結果的にはベンダー任せになり、ますます公務員側にICT

に関する知見が残らなくなったのも一つの原因である。欧米や韓国のように公

務員職制にIT担当職制度を導入することも検討しなければならない課題である

ことを、改めて感じたものである 

 

共同利用型アプリケーションのクラウド展開にむけて 

 

佐賀県自治体クラウド実証事業では、共同で利用できるアプリケーションを

開発し、6自治体全てで実証実験を行い、利用可能なことを確認できた。このア

プリケーションを共有資産とすることで、システムに係る費用を6自治体で割勘

することができる。特に韓国は近代化過程において、日本の行政制度を導入し

た国として、2000年以来自治体基幹行政システム共同利用に取り込み、図5.5

のように、現在日本の都道府県に当たる市道行政システム(便宜上県行政情報シ

ステムに表記)と市町村行政情報システム(セオル行政システム 25)の二つのシ

ステムを開発し、共同利用している。日本でも全国1700余りの自治体で共用で

きるようになると、天文学的に割り勘効果は大きくなる。 

                                                   
25 韓国政府と自治体の出資によりつくられた地域情報開発院が開発して、全

国の自治体に普及し共同利用している自治体向け基幹行政情報システム  
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図5.5 韓国の自治体クラウドセオルシステムの全体図 

 

他方、クラウドには、IaaS サービスの上に既存のパッケージソフトを載せ

て提供する考え方もあるが、アプリケーションのカスタマイズに対する抑止力

が働きにくいため、やがて、元々は同じパッケージだが個別カスタマイズした

別のものがクラウド基盤上に乱立することになると想定される。その意味から

も、複数市町による共同利用に耐えうるアプリケーションを開発することが必

要といえる。ただし、それぞれ業務が微妙に異なる市町が1つのアプリケーショ

ンを共用するようになるのは簡単ではない。本事業の実証実験においても、シ

ステムとしては共用できたものの、市町によっては「当該業務を行っていない

（当該機能は必要ない）」、「個別にシステムを導入しているため当該 

機能を使わない」といった差異も少なくなかった。今回は6市町による実証実験

であるが、今後佐賀県下20市町、さらには全国展開していく場合、こうした差

異はより大きくなると思われる。この問題は、システムの料金設定にも関係す

る。機能の利用が少ない自治体と、フルに利用する市町で同一料金にするのは

公平ではなく、「目的やニーズに応じて必要な部分だけで利用できる」という

クラウドの概念を損ねるものといえる。そこで、より一層、アプリケーション

の柔軟性を高めるために、市町で共通化する「ベース機能」と、自治体毎の環

境に応じて使い分ける「オプション機能」に分けて利用できるようなアプリケ

ーションが、将来的に期待されるのではないか。また、それと同時に、何をベ

ース機能とし、何をオプション機能となるかを定めた標準作りが必要になると

考える。 
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